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はじめに 

 

 

南丹市では、2019（平成 31）年３月に「第２次南丹市男女共同参

画行動計画」を策定し、「だれもが十分に能力を発揮し、自分らしく“き

らめく”まち南丹市」の基本理念の実現を目指し、市民の皆さまととも

に、各種施策を推進してまいりました。 

2022（令和４）年には、市民一人ひとりが多様性を認めあい、共に

支えあう社会を実現し、すべての人権が尊重されるまちづくりを進めて

いくために「南丹市人権を尊重し多様性を認めあうまちづくり条例」を

施行し、取組を進めてきたところです。 

「第２次南丹市男女共同参画行動計画（中間見直し）」を策定するにあたり、2023（令和５）

年１月に実施した市民意識調査の結果をみますと、「学校教育の中で、男女平等や男女共同参画に

ついての教育を進める」、「子育てや介護中であっても仕事が続けられるように支援する」、「男女

が協力して子育てや介護に取り組めるような支援体制を整備する」ことに注力してほしい等の意

見がみられ、改善を図らなければならない課題が見えてきました。 

こうした本市の現状や社会状況の変化などを踏まえ、これまでの男女共同参画行動計画の基本

理念を継承しながら、男女共同参画に関する様々な課題に対応するため、本市が今後５年間に取

り組むべき施策の指針となる「第２次南丹市男女共同参画行動計画（中間見直し）」を策定いたし

ました。 

今後は、この計画に基づき、男女が共に参画するまちづくりに向けて取り組んでまいりますの

で、市民の皆さまの更なるご理解とご協力をお願いいたします。 

最後になりましたが、計画の策定に当たり、南丹市男女共同参画推進委員会委員の皆さまをは

じめ、貴重なご意見をお寄せいただきました多くの市民の皆さまに厚くお礼申し上げます。 

 

 

2024（令和６）年３月 

 

南丹市長 西村 良平 

  



  



目 次 

第１章 計画の基本的な考え方 ........................................................................................................ 1 

１．計画策定の趣旨 ........................................................................................................................................................ 1 

２．計画の位置付け ........................................................................................................................................................ 1 

３．計画策定の経緯 ........................................................................................................................................................ 2 

４．計画の期間 .................................................................................................................................................................. 2 

第２章 計画策定の背景 ...................................................................................................................... 3 

１．国際的な動き ............................................................................................................................................................. 3 

２．国の動き ....................................................................................................................................................................... 3 

３．京都府の動き ............................................................................................................................................................. 4 

４．南丹市の取組経過 ................................................................................................................................................... 4 

第３章 南丹市の現状と課題 ............................................................................................................ 6 

１．南丹市の現状 ............................................................................................................................................................. 6 

２．市民意識調査からみる現状 ............................................................................................................................ 12 

３．関連団体ヒアリングからみる現状 ............................................................................................................. 26 

４．前計画の成果と本計画策定に向けた課題のまとめ ........................................................................... 28 

第４章 計画の方向性 ....................................................................................................................... 30 

１．本計画の基本理念 ............................................................................................................................................... 30 

２．基本目標 ................................................................................................................................................................... 30 

３．施策の体系 .............................................................................................................................................................. 31 

第５章 計画の内容 ............................................................................................................................ 32 

基本目標１ 男女共同参画の意識づくり ........................................................................................................ 32 

基本目標２ 地域のあらゆる場における男女共同参画の推進 ............................................................. 35 

基本目標３ 働く場における男女共同参画の推進 ..................................................................................... 39 

基本目標４ 安心・安全な男女共同参画社会づくり ................................................................................ 43 

第６章 計画の推進 ............................................................................................................................ 49 

１．計画の推進体制 .................................................................................................................................................... 49 

２．計画の進捗管理と評価 ...................................................................................................................................... 49 

資料編 ........................................................................................................................................................ 50 





1 

第１章 計画の基本的な考え方 

１．計画策定の趣旨 

近年、様々な法や制度の整備が図られており、男女がともに家庭や職場、地域社会等の多様な

分野において活躍できる環境が整いつつあります。しかしながら、現状としては、固定的性別役

割分担意識の解消まで至っていないため、女性の職業生活や地域社会への参画、男性の家庭にお

ける役割分担等の実態において、未だ様々な課題が存在しています。 

また、新型コロナウイルス感染症に関する内閣府の調査によると、非正規雇用が多い女性の雇

用環境が悪化するとともに、在宅勤務の増加等の影響によるＤＶ被害の深刻化や女性の家庭生活

における負担が増大するなど、ぜい弱な生活基盤や固定的性別役割分担意識による女性の負担等、

男女共同参画に関わる課題が顕在化したとされています。 

さらに、社会情勢の変化や、ライフスタイルの変化によるニーズの多様化・複雑化、様々な困

難を抱える人への支援等の新たな課題への対応も必要となっています。 

性別の隔てなく個性と能力を十分に発揮し、互いに人権を尊重する男女共同参画社会の実現は、

国を挙げての大きな課題となっており、性別に関わらず、誰もが暮らしやすい社会の実現に向け

て、まだまだ解決すべき課題が多くあります。 

南丹市（以下、本市という。）では、2019（平成 31）年３月に「第２次南丹市男女共同参画

行動計画」を策定し、「だれもが十分に能力を発揮し、自分らしく“きらめく”まち南丹市」を基

本理念として取組を進めてきました。2024（令和６）年が「第２次南丹市男女共同参画行動計

画」（以下、前計画という。）の中間年にあたり、近年の社会情勢の変化、計画策定以降の国の動

向や制度改正を踏まえ、計画の中間見直しを行い、新たに「第２次南丹市男女共同参画行動計画

（中間見直し）」（以下、本計画という。）として策定するものです。 

 
 

２．計画の位置付け 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14条第３項に定められた「市町村男女共同参画計画」

にあたるものです。また、本計画は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

（以下、「DV 防止法」という。）第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」及び「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律」（以下、「女性活躍推進法」という。）第６条第２項に基

づく「市町村推進計画」として位置付けるものです。 

国の「第５次男女共同参画基本計画」及び京都府の「KYOのあけぼのプラン（第４次）—京都

府男女共同参画計画—」を踏まえ、「第２次南丹市総合振興計画」を最上位計画とし、本市の関連

計画との整合を図りながら、男女共同参画を推進します。 
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３．計画策定の経緯 

本計画の策定にあたっては、「南丹市男女共同参画行動計画策定に関する市民意識調査」や関係

団体に対するヒアリング調査、及びパブリックコメントの実施等により、広く市民の意見やニー

ズの把握に努めました。 

また、庁内各課において前計画の検証・評価を行い、課題を明らかにした上で、施策の見直し

を行いました。 

これらを踏まえ、「南丹市男女共同参画推進条例」によって設置が定められた南丹市男女共同参

画社会推進委員会において審議を重ね、計画を策定しました。 

 

４．計画の期間 

本計画の期間は、2024（令和６）年度から 2028（令和 10）年度までの５年間とします。

また、期間中であっても、社会情勢の変化や計画の進捗状況等により、必要に応じて見直しを行

うこととします。 

（年度） 

2019 

（令和元） 

2020 

（令和２） 

2021 

（令和３） 

2022 

（令和４） 

2023 

（令和５） 

2024 

（令和６） 

2025 

（令和７） 

2026 

（令和８） 

2027 

（令和９） 

2028 

（令和 10） 

    

 

      

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

第２次南丹市総合振興計画 第 3 次 

第２次南丹市男女共同参画行動計画（前計画） ＜中間見直し＞（本計画） 
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第２章 計画策定の背景 

１．国際的な動き 

1975（昭和 50）年に、国際婦人年世界会議がメキシコで開催され、今後 10 年間の行動指針

を示す「世界行動計画」が採択されました。1979（昭和 54）年には「女子差別撤廃条約」が

採択され、締約国に対し、政治的及び公的活動並びに、経済的及び社会的活動における差別の撤

廃のための措置をとることを求めています。 

1995（平成７）年に中国の北京で開催された第４回世界女性会議では、女性の権利の実現と

あらゆる政策や計画に社会的性差（ジェンダー）の視点を反映させるべく「北京宣言及び行動綱

領」が採択されました。北京会議から 20 年の節目の年にあたる 2015（平成 27）年に開催さ

れた「第 59回国連婦人の地位委員会」（通称「北京十 20」）では、「第４回世界女性会議 20周

年における政治宣言」が採択されました。この政治宣言では、「北京宣言及び行動綱領」の進捗が

遅く、不均衡であることから、2030（令和 12）年までに、男女共同参画及び女性のエンパワ

ーメントの完全な実現を達成することを目指し、より具体的な行動を取ることが表明されました。 

これらを背景に、2015（平成 27）年の国連持続可能な開発サミットにおいて採択された「持

続可能な開発目標（SDGs）」では、「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパ

ワーメントを行う（ゴール 5）」が 17 のゴールの一つとして掲げられています。また、SDGs

による持続可能な社会の実現に向けて、2019（令和元）年６月に採択された「Ｇ20 大阪首脳

宣言」や 2020（令和２）年に開催された「第 64回国連女性の地位委員会」においても、ジェ

ンダー平等と女性のエンパワーメントの達成をより一層進めていく方針が示されています。 

 

２．国の動き 

1975（昭和 50）年の国際婦人年を契機に、婦人問題企画推進本部が設置され、1977（昭和

52）年に国連の「世界行動計画」を踏まえた「国内行動計画」が策定されるなど、男女共同参画

に関する様々な国内法が整備されてきました。1985（昭和 60）年には「女子差別撤廃条約」

を批准し、1999（平成 11）年には「男女共同参画社会基本法」が施行され、この法律に基づ

き、2000（平成 12）年に「男女共同参画基本計画」が策定されました。2014（平成 26）年

に改正された「DV 防止法」では、法の適用対象が生活の本拠をともにする交際相手からの暴力

及びその被害者まで拡大されました。 

2015（平成 27）年には「女性活躍推進法」が制定され、国や地方公共団体、企業において、

女性活躍に関する状況の把握や「事業主行動計画」の策定・公表等が義務付けられています。「女

性活躍推進法」は 2019（令和元）年６月に一部改正され、2022（令和４）年４月からは「一

般事業主行動計画」の策定義務が、労働者 301 人以上から 101 人以上に拡大されるなど、中小

企業でも女性活躍の動きは加速していくことになります。 

性的マイノリティ（LGBTQ 等）に関しては、2017（平成 29）年に「いじめの防止等のた

めの基本的な方針」が改定され、「性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじ
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めを防止するため、性同一性障害や性的指向・性自認について、教職員への正しい理解の促進や、

学校として必要な対応について周知する」ことが盛り込まれました。 

2018（平成 30）年５月には「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が制定

され、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数をできる限り均等となる

ことを目指すこと等を基本原則としています。 

2020（令和２）年には「第５次男女共同参画基本計画」が策定され、2022（令和４）年に

発表された「ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）」では、日本が調査対象となった世界 146 か

国のうち 116 位となっています。対象となる４つの分野のうち、政治・経済において男女の格

差が大きくなっている現状から、特に低位となっています。このことから、2022（令和４）年

の男女共同参画白書では、女性の経済的自立や柔軟な働き方の浸透等、一人ひとりの人生の変化・

多様化に対応した制度設計や政策が求められているとされました。 

 

３．京都府の動き 

京都府では、2011（平成 23）年には「ＫＹＯのあけぼのプラン（第３次）」、2016（平成

28）年には「ＫＹＯのあけぼのプラン（第３次）後期施策」「京都女性活躍応援計画」が策定さ

れ、女性活躍支援拠点「京都ウィメンズベース」が開設されました。2017（平成 29）年には

「京都女性活躍応援男性リーダーの会」の結成、「輝く女性応援京都会議（地域会議）」の設置、

「京都ウィメンズベースアカデミー」が開設されました。 

2019（平成 31）年４月には、「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関

する計画（第４次）」を策定し、被害者自身や周囲による被害への気づきを促進し、地域における

身近な相談から保護・社会的自立までの切れ目のない支援の推進を図り、DV を容認しない社会

のさらなる実現を目指しています。2021（令和３）年には「KYOのあけぼのプラン（第４次）」

が策定され、施策の方向性に「ジェンダー平等の実現」等社会潮流に沿った新たな視点が盛り込

まれました。 

 

４．南丹市の取組経過 

2006（平成 18）年に合併し、本市が発足するまでは各旧町（園部町、八木町、日吉町、美

山町）において、男女共同参画の推進に取り組んできました。 
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●各旧町の主な取組 

園部町 

1991（平成３）年 庁内に女性対策検討委員会及び推進会議を組織 

1993（平成５）年 
女性がいきいきと学び輝ける場、女性のネットワークを広

げる場として「女性の館」を設置 

1996（平成８）年 「仲良く生きようプラン・そのべ」策定 

2002（平成 14）年 
園部町女性団体連絡会を設置。女性団体のネットワーク化

を推進 

八木町 

1992（平成４）年 「男女共同参画によるまちづくり」に関する意識調査実施 

1993（平成５）年 「八木町女性政策検討委員会設置要綱」制定 

1994（平成６）年 
第１回八木町女性対策検討委員会を開催。女性海外視察団

派遣制度を実施 

2005（平成 17）年 「八木町男女共同参画プラン」策定 

日吉町 

2001（平成 13）年 男女共同参画推進会議を設置。町民意識調査の実施等 

2002（平成 14）年 日吉町男女共同参画懇話会を設置 

2004（平成 16）年 「ひよしせせらぎプラン」策定 

美山町 
1995（平成７）年 美山町女性の集い連絡会を発足 

1999（平成 11）年 女性議会を開催 

 

合併後は、これまで各旧町が取り組んできたことを基盤にさらに発展するべく、「なんたん女性

のネットワークづくり仕掛人会議」を立ち上げ、2009（平成 21）年度には、男女共同参画の

地域づくりへの意見交換、企画立案、相互交流の展開、ネットワークづくりを図ることを目的と

する「南丹市女性ネットワーク会議」を発足しました。同会議は南丹市男女共同参画フォーラム

「キラリなんたん」の企画運営を、本市と協働で行っています。 

また、地域づくり・ＮＰＯ活動等に関心のある女性や、職場でさらに能力を発揮したい女性に、

学習とネットワークの構築の機会を提供し、地域・職場の課題解決や社会・経済の活性化のため

に活躍するリーダーを育成することを目的として京都府が主催する「女性の船」には、市内から

毎年数名の参加があり、スキルアップした女性たちが地元でさらに活躍の場を広げています。 

本市としては、これらの支援を行うとともに、2009（平成 21）年に「南丹市男女共同参画

行動計画」を策定、2014（平成 26）年に中間見直しを行い、男女の人権尊重の意識づくりの

ための啓発や、政策・方針決定過程における女性の地位向上のための取組、ワーク・ライフ・バ

ランスに関わる支援や、女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた活動等、男女共同参画社会の

実現に向け様々な分野で施策を推進しています。 

2015（平成 27）年には、「南丹市男女共同参画推進条例」の制定、「次世代育成支援対策推

進法」と「女性活躍推進法」に基づく「南丹市特定事業主行動計画」が策定され、具体的な行動

計画と数値目標を定めて、庁内における女性の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進に向けた

取組を行っています。 
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第３章 南丹市の現状と課題 

１．南丹市の現状 

（１）人口の推移 

本市の人口は年々減少し、2022（令和４）年は 2014（平成 26）年と比較して 2,924 人（8.7％）

減の 30,607人となりました。 

年齢３区分別の人口推移をみると、「15歳未満（年少人口）」と「15歳～64歳（生産年齢人

口）」はともに減少しており、「65歳以上（老年人口）」においても 2018（平成 30）年まで増

加傾向にあったものの、2020（令和２）年以降は減少に転じています。 

以前より年少人口や生産年齢人口の減少傾向がみられましたが、近年では老年人口においても

同様の傾向がみられ、人口減少に歯止めがかからない状況となっています。 

また、本市の出生率の推移をみると、増減を繰り返しながら減少傾向で推移しており、全国や

京都府と比較しても低い水準で推移しています。出生率向上のためにも、女性だけに子育ての負

担が偏らない施策が重要となっていることから、課題の解決に向けた取組が必要です。 

 

■年齢３区分別人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年９月 30 日現在） 

  

3,722 3,556 3,441 3,310 3,187

18,992 18,146 17,434 16,722 16,454

10,817 11,048 11,219 11,148 10,966

33,531 32,750 32,094 31,180 30,607

32.2
33.7

35.0
35.8 35.8

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2014年 2016年 2018年 2020年 2022年

15歳未満 15〜64歳 65歳以上 高齢化率

（人） （％）
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225 226
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215
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195

171 165

131

8.2
8.0 8.0 7.8 7.6

7.4

7.0
6.8

6.6

7.8
7.6

7.7
7.6

7.3
7.1

6.7
6.5 6.36.5 6.7

5.7

6.6

5.5

6.1

5.4
5.3 4.3

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0

50

100

150

200

250

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

南丹市出生数 全国出生率 京都府出生率 南丹市出生率

（人） （‰）

19 18 15 20
13

23

73 75
96

115
120

132

92 93

111

135 133

155

0

20

40
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80

100

120

140

160

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

父子世帯 ⺟⼦世帯

（世帯）

■出生数と出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南丹市調べ・人口動態統計（「京都府保健福祉統計年報」「厚生労働省年報」）（各年 10 月１日現在） 

※「出生率」とは、人口 1,000 人あたりの出生数のこと。合計特殊出生率とは異なる。 

（２）世帯の状況 

ひとり親世帯数の推移をみると、1995（平成７）年以降増加傾向にあり、2015（平成 27）

年には減少したものの、2020（令和２）年には増加に転じています。父子世帯・母子世帯とも

に増加傾向にあり、特に母子世帯数は年々増加を続けています。全国的にも、ひとり親世帯の増

加が課題となっていることから、個々に寄り添ったきめ細かな支援体制の取組が重要です。 

 

■ひとり親世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

※「ひとり親世帯」とは、満 20 歳未満の未婚の子どもがいる母子または父子の家庭 
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25.7

49.6

85.2

86.1

86.7
89.2

93.1

87.8

87.0

79.2

53.1

37.5

32.1

17.4

8.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

全国 京都府 南丹市

（％）

（３）女性の労働力率の状況 

女性の労働力率（就業者数と完全失業者数とを合わせた労働力人口が、15 歳以上人口に占め

る割合）を年齢５歳階級別にみると、本市は全国や京都府と比較して、20 歳代で大きく下回っ

ているものの、40歳以上では全国や京都府よりも上回っています。 

 

■女性の年齢５歳階級別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2020 年国勢調査 
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名称
委員総数

（人）

女性委員数

（人）

女性委員の割合

（％）

南丹市男女共同参画社会推進委員会 13 10 76.9

南丹市子ども・子育て会議 20 13 65.0

南丹市子育て発達支援センター運営委員会 15 9 60.0

南丹市情報公開審査会 4 2 50.0

南丹市個人情報保護審議会 4 2 50.0

南丹市景観審議会 8 4 50.0

南丹市権利擁護・成年後見センター運営委員会 6 3 50.0

南丹市放課後児童健全育成事業運営委員会 12 6 50.0

南丹市障害者支援施設運営委員会 15 7 46.7

南丹市指定管理者選定評価委員会 7 3 42.9

名称
委員総数

（人）

女性委員数

（人）

女性委員の割合

（％）

南丹市都市計画審議会 19 1 5.3

南丹市の森林を考える会 17 1 5.9

南丹市民生委員推薦会 14 1 7.1

南丹市文化財保護審議会 13 1 7.7

南丹市農業振興推進協議会 13 1 7.7

南丹市防災会議 40 4 10.0

南丹市地域福祉計画推進委員会 20 2 10.0

南丹市障害者介護給付費等支給認定審査会 10 1 10.0

南丹市高齢者福祉センター運営委員会 10 1 10.0

南丹市国民保護協議会 39 4 10.3

（４）市役所における男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの状況 

①審議会・委員会等での女性委員の割合 

本市の審議会・委員会等における女性委員の割合においては、すべての審議会・委員会等で、

女性委員が１人以上いるものの、現在においても女性が１割も満たない審議会・委員会等が存在

しています。すべての審議会・委員会等において、女性委員の割合が国の目標である 30％を超

え、男女のバランスがとれるよう、引き続き取組を進めていくことが必要です。 

 

■女性の割合が多い審議会・委員会等 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南丹市調べ（2023 年４月１日現在） 

 

■女性の割合が少ない審議会・委員会等 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南丹市調べ（2023 年４月１日現在） 
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②女性管理職の割合 

本市の管理職（課長級以上）に占める女性の割合は、2024（令和６）年度目標の 40.0％に対

し、2023（令和５）年度で 40.0％となっており、目標を達成している状況です。引き続き、目

標に対する実績が維持できるよう取組を進めていく必要があります。 

 

■女性管理職の割合と人数内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：南丹市調べ 

 

③男性職員の「配偶者出産休暇」「育児参加休暇」の取得率 

男性職員の「配偶者出産休暇」「育児参加休暇」については、2020（令和２）年度以降取得率

は減少しています。（2022（令和４）年度は対象者３人のうち、取得者は０人） 

資料：南丹市調べ 

 

 

 

 

 

 

  

 
2020（令和２） 

年度 

2021（令和３） 

年度 

2022（令和４） 

年度 

2024（令和６） 

年度 

【目標】 

男性職員の「配偶者出産休暇」

「育児参加休暇」取得率（％） 
100.0 25.0 0.0 100.0 

39.1
39.7 40.0

20

25

30

35

40

45

50

2021年度 2022年度 2023年度

管理職に占める女性の割合

2024年度目標（40％）

（％）

部長級 次長級 課長級 計

人数 12 6 51 69

うち女性 1 2 24 27

割合（％） 8.3 33.3 47.1 39.1

人数 10 5 48 63

うち女性 1 1 23 25

割合（％） 10.0 20.0 47.9 39.7

人数 13 4 48 65

うち女性 1 1 24 26

割合（％） 7.7 25.0 50.0 40.0

2021

年度

2022

年度

2023

年度
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④育児休業・部分休業の取得率 

育児休業・部分休業については、女性は対象者全員が取得しており、男性の取得者においては

2020（令和２）年度と 2021（令和３）年度の比較では、増加していますが、その後２０２２

（令和４）年度には減少しています。今後も、男性の取得率の増加に向けた取組を促進する必要

があります。 

資料：南丹市調べ 

 

⑤１年間の時間外勤務が 360 時間を超える職員の割合 

１年間の時間外勤務が 360 時間を超える職員の割合は、男女ともに増加傾向で推移し、男性

よりも女性の方が高くなっています。 

引き続き業務の見直しや効率化を進めていく必要があります。 

資料：南丹市調べ 

 

⑥年次有給休暇の平均取得日数 

年次有給休暇の平均取得日数は、増減はあるものの増加傾向で推移しています。引き続きワー

ク・ライフ・バランスの推進に向けて、取得を促進していく必要があります。 

資料：南丹市調べ 

  

 
2020（令和２） 

年度 

2021（令和３） 

年度 

2022（令和４） 

年度 

2024（令和６） 

年度 

【目標】 

育児休業・部分休業の

取得率（％） 

女性 100.0 100.0 100.0 100.0 

男性 14.3 37.5 25.0 50.0 

 
2020（令和２） 

年度 

2021（令和３） 

年度 

2022（令和４） 

年度 

2024（令和６） 

年度 

【目標】 

１年間の時間外勤務が

360 時間を超える職員

の割合（％） 

女性 3.47 6.39 6.51 

３％以下 

男性 4.10 4.47 4.56 

 
2020（令和２） 

年度 

2021（令和３） 

年度 

2022（令和４） 

年度 

2024（令和６） 

年度 

【目標】 

年次有給休暇の平均取得日数

（日） 
9.3 10.3 10.1 15 日以上 
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２．市民意識調査からみる現状 

本計画の基礎資料とするため、2023（令和５）年１月に市民意識調査を実施しました。 

◇調査対象  ：南丹市在住の 18 歳以上（2023（令和５）年１月現在）の男女（無作為抽出法） 

◇調査期間 ：2023（令和５）年 1 月 18 日（水）～1 月 31 日（火） 

◇調査方法 ：郵送配布・郵送回収による郵送調査法、WEB によるオンライン回答 

◇回 収 数 ：配布数 1,500 件／回収数 521 件／回収率 34.7％ 

 

（１）男女平等に関する意識について 

①男女の地位の平等感。（○は１つだけ） 

『男性優遇』（「男性の方が非常に優遇されている」「どちらかといえば男性の方が優遇されている」

の合計）が高い項目については、「⑥社会通念・慣習・しきたりなど」が 73.3％と最も高く、次い

で「⑦政治の場」が 72.3％、「①家庭生活」が 46.1％となっています。 

「平等である」が高い項目については、「④学校教育の場」が 46.1％と最も高く、次いで「①家

庭生活」が 38.6％、「②職場」が 32.8％となっています。 

『女性優遇』（「女性の方が非常に優遇されている」「どちらかといえば女性の方が優遇されている」

の合計）は、各項目で 10％を下回っており、最も高い項目では「③地域活動の場」が 7.2％、次

いで「⑤法律や制度の上」が 6.6％、「②職場」が 5.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.9 

9.2 

7.5 

2.5 

8.1 

19.2 

30.5 

38.2 

35.1 

34.5 

13.8 

34.4 

54.1 

41.8 

38.6 

32.8 

30.1 

46.1 

30.3 

10.9 

13.2 

3.3 

4.0 

6.0 

3.5 

5.8 

1.5 

0.6 

1.5 

1.2 

1.2 

0.4 

0.8 

0.6 

0.2 

8.4 

14.0 

17.9 

30.1 

17.3 

10.6 

10.9 

2.1 

3.6 

2.9 

3.6 

3.5 

3.1 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活

②職場

③地域活動の場

④学校教育の場

⑤法律や制度の上

⑥社会通念・慣習・しきたりなど

⑦政治の場

全体（n=521）

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

不明・無回答

1.2

0.4
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16.1 

41.5 

7.6 

6.7 

13.4 

6.7 

6.7 

1.3 

13.3 

36.4 

9.9 

13.6 

13.6 

2.7 

8.5 

2.0 

0% 20% 40% 60%

法律や制度の上での見直しを行い、

性差別につながるものを改めること

女性を取り巻く様々な偏見、固定的な

社会通念・慣習・しきたりを改めること

女性自身が経済力をつけたり、知識・

技術を習得するなど、積極的に力の

向上を図ること

女性の就業、社会参加を支援する

施設やサービスの充実を図ること

行政や企業などの重要な役職に一定の

割合で女性を登用する制度を採用・

充実すること

その他

わからない

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

11.5 

34.5 

11.1 

9.8 

14.5 

4.3 

6.8 

7.7 

8.3 

34.6 

16.5 

14.2 

7.5 

3.1 

7.9 

7.9 

0% 20% 40% 60%

法律や制度の上での見直しを行い、性

女性を取り巻く様々な偏見、固定的な社

女性自身が経済力をつけたり、知識・技

術を習得するなど、積極的に力の向上

女性の就業、社会参加を支援する施設

行政や企業などの重要な役職に一定の

その他

わからない

不明・無回答

男性（n=235） 女性（n=254）

②男女平等の社会にするために必要なこと。（○は１つだけ） 

男女平等の社会にするために必要なことについてみると、男女ともに「女性を取り巻く様々な偏

見、固定的な社会通念・慣習・しきたりを改めること」が最も高くなっており、男性で 41.5％、

女性で 36.4％となっています。次いで、男性では「法律や制度の上での見直しを行い、性差別に

つながるものを改めること」が 16.1％となっており、女性では「女性の就業、社会参加を支援す

る施設やサービスの充実を図ること」「行政や企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用する

制度を採用・充実すること」がそれぞれ 13.6％となっています。 

前回調査と比較すると、男性では「女性を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念・慣習・しき

たりを改めること」が 7.0ポイント高く、女性では「行政や企業などの重要な役職に一定の割合で

女性を登用する制度を採用・充実すること」が 6.1ポイント高くなっています。 

 

■今回調査（2022（令和４）年度）         ■前回調査（2017（平成 29）年度） 
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4.6 

8.0 

2.0 

33.2 

35.7 

31.3 

59.3 

53.1 

63.9 

2.3 

3.1 

1.7 

0.6 

0.0

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=521）

男性（n=224）

女性（n=294）

同感である どちらとも言えない 同感できない

わからない 不明・無回答

0.6 

0.9 

0.3 

2.3 

3.1 

1.7 

2.1 

3.6 

1.0 

53.6 

52.2 

54.4 

19.4 

18.8 

20.1 

14.0 

12.5 

15.0 

6.0 

6.7 

5.4 

2.1 

2.2 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=521）

男性（n=224）

女性（n=294）

女性は職業をもたない方がよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

子どもができるまでは職業をもつ方がよい

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい

その他

わからない

不明・無回答

③「男は仕事、女は家庭」という考え方について。（○は１つだけ） 

男女ともに「同感できない」が最も高くなっており、男性で 53.1％、女性で 63.9％となってい

ます。また、「同感である」は男性（8.0％）が女性（2.0％）を 6.0ポイント上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④女性が職業をもつことについて。（○は１つだけ） 

女性が職業をもつことについてみると、男女ともに「子どもができても、ずっと職業を続ける方

がよい」が最も高くなっており、男性で 52.2％、女性で 54.4％となっています。 
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42.9 

7.6 

7.6 

0.9 

2.7 

17.0 

17.0 

10.7 

15.6 

8.5 

16.5 

3.1 

28.2 

20.1 

12.6 

4.4 

5.1 

16.7 

18.4 

16.0 

16.3 

5.8 

12.9 

6.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

仕事が忙しい

家事や子育てが忙しい

高齢者や病人の

介護をしている

家族の理解や協力

が得られない

地域や親戚など

周囲の目が気になる

活動する仲間や機会がない、

または少ない

活動に関する情報がない、

または少ない

関心がない、または

参加したいと思わない

自分に興味の

ある内容がない

その他

特に妨げとなって

いるものはない

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

35.3 

7.7 

7.7 

1.7 

3.0 

19.6 

11.5 

8.5 

10.6 

6.8 

21.3 

4.7 

24.8 

17.7 

16.1 

3.9 

6.3 

15.0 

13.8 

7.5 

14.2 

7.5 

18.5 

7.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

男性（n=235） 女性（n=254）

（２）地域・社会活動について 

①仕事以外の活動の支障になっていること、今後支障となるであろうと思われること。 

（あてはまるものすべてに○） 

地域活動の支障となっていることについてみると、男女ともに「仕事が忙しい」が最も高くなっ

ており、男性で 42.9％、女性で 28.2％となっています。次いで、男性では「活動する仲間や機会

がない、または少ない」「活動に関する情報がない、または少ない」がそれぞれ 17.0％となってお

り、女性では「家事や子育てが忙しい」が 20.1％となっています。 

前回調査と比較すると、男性では「仕事が忙しい」が 7.6ポイント、女性では「関心がない、ま

たは参加したいと思わない」が 8.5ポイント高くなっています。 

 

■今回調査（2022（令和４）年度）         ■前回調査（2017（平成 29）年度） 
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38.4 

42.9 

39.7 

17.9 

28.6 

8.9 

8.0 

4.5 

10.7 

2.7 

35.0 

39.1 

25.5 

20.4 

19.7 

6.1 

5.4 

10.5 

17.3 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

女性が地域活動のリーダーになることに対する

女性自身の抵抗感をなくすこと

女性が地域活動のリーダーになることに対する

男性の抵抗感をなくすこと

女性が地域活動のリーダーになることについて、

社会的な評価を高めていくこと

女性が地域活動のリーダーになることについて、

啓発や情報提供・研修を行うこと

女性が地域活動のリーダーに一定の割合で

なるような取組を進めること

その他

特にない

わからない

女性が地域活動のリーダーになることは必ずしも

必要だと思わない

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

②女性が地域のリーダーになるために必要なこと。（あてはまるものすべてに○） 

女性が地域のリーダーになるために必要なことについてみると、男女ともに「男性の抵抗感をな

くすこと」が最も高くなっており、男性で 42.9％、女性で 39.1％となっています。次いで、男性

では「社会的な評価を高めていくこと」が 39.7％、「女性自身の抵抗感をなくすこと」が 38.4％

となっており、女性では「女性自身の抵抗感をなくすこと」が 35.0％、「社会的な評価を高めてい

くこと」が 25.5％となっています。 

女性と比較し、男性では「社会的な評価を高めていくこと」が 14.2ポイント、「女性が地域活動

のリーダーに一定の割合でなるような取組を進めること」が 8.9ポイントそれぞれ高くなっていま

す。また、男性と比較し、女性では「女性が地域活動のリーダーになることは必ずしも必要だと思

わない」が 6.6ポイント高くなっています。 
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27.8 

5.6 

42.6 

21.1 

22.2 

20.4 

13.3 

25.0 

5.6 

21.1 

25.0 

18.5 

5.6 

8.3 

3.7 

11.1 

13.9 

9.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=90）

男性（n=36）

女性（n=54）

取得した、取得する予定 取得する必要がなかった

制度はあるが取得したことはない 制度がない

制度があるかどうかわからなかった わからない

6.1 

1.6 

9.5 

24.3 

21.9 

26.2 

20.9 

25.0 

17.9 

14.2 

12.5 

15.5 

10.1 

12.5 

8.3 

24.3 

26.6 

22.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=148）

男性（n=64）

女性（n=84）

取得した、取得する予定 取得する必要がなかった

制度はあるが取得したことはない 制度がない

制度があるかどうかわからなかった わからない

（３）就労・働き方について 

①育児休暇の取得状況。｛就学前の子どもがいる方（妊娠中も含む）への質問｝（○は１つだけ） 

育児休業の取得についてみると、男性では「制度はあるが取得したことはない」「制度がない」が

それぞれ 25.0％と最も高くなっており、女性では「取得した、取得する予定」が 42.6％と最も高

くなっています。 

「取得した、取得する予定」においては、男性と比較し女性が 37.0ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「不明・無回答」を除く回答のみ集計 

 

 

②介護休暇の取得状況。｛介護が必要な親族がいる方（いた方）への質問｝（○は１つだけ） 

介護休業の取得についてみると、男性では「わからない」が 26.6％と最も高くなっており、女

性では「取得する必要がなかった」が 26.2％と最も高くなっています。 

「取得した、取得する予定」においては、男性と比較し女性が 7.9ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「不明・無回答」を除く回答のみ集計 
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64.3 

27.2 

40.2 

20.1 

28.1 

33.5 

26.3 

13.4 

3.1 

3.1 

4.0 

2.2 

63.3 

30.6 

27.6 

35.0 

24.5 

33.0 

33.7 

17.3 

5.4 

1.7 

3.1 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80%

男女ともに育児・介護休業が

取得しやすいようにする

労働時間を短縮する

（在宅勤務やフレックスタイムを取り入れる）

育児などで退職した人を再び

雇用する制度を普及させる

パートタイマー・派遣労働者

の労働条件を改善する

保育時間の延長など

保育サービスの充実

職業における男女差別をなくし、待遇面

（給与・昇進等）で能力に応じた評価を行う

女性が働くことに対して、

家族や周囲が理解・協力する

女性自身が仕事に対する自覚をもち、

自らの意欲・能力を高める

就業のための職業訓練、

能力開発の機会を充実させる

その他

わからない

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

③女性が働き続けるために必要なこと。（○は３つまで） 

女性が働き続けるために必要なことについてみると、男女ともに「男女ともに育児・介護休業が

取得しやすいようにする」が最も高くなっており、男性で 64.3％、女性で 63.3％となっています。

次いで、男性では「育児などで退職した人を再び雇用する制度を普及させる」が 40.2％、「職業に

おける男女差別をなくし、待遇面（給与・昇進等）で能力に応じた評価を行う」が 33.5％となっ

ており、女性では「パートタイマー・派遣労働者の労働条件を改善する」が 35.0％、「女性が働く

ことに対して、家族や周囲が理解・協力する」が 33.7％となっています。 
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2.7 

33.9 

0.4 

32.6 

0.4 

7.1 

19.6 

3.1 

2.4 

28.2 

0.3 

44.2 

0.7 

3.1 

16.3 

4.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

「仕事」を優先したい

「家庭生活」を優先したい

「社会活動」を優先したい

「仕事」と「家庭生活」をともに

優先したい

「仕事」と「社会活動」をともに

優先したい

「家庭生活」と「社会活動」を

ともに優先したい

「仕事」と「家庭生活」と「社会

活動」をともに優先したい

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

21.0 

23.7 

0.4 

33.9 

2.2 

4.5 

9.4 

4.9 

12.9 

36.7 

0.3 

31.6 

1.0 

4.8 

5.8 

6.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

「仕事」を優先している

「家庭生活」を優先している

「社会活動」を優先している

「仕事」と「家庭生活」をともに

優先している

「仕事」と「社会活動」をともに

優先している

「家庭生活」と「社会活動」を

ともに優先している

「仕事」と「家庭生活」と「社会

活動」をともに優先している

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

（４）生活全般について 

①実際の生活と理想の生活。（○は１つだけ） 

実際の生活については、男性では『「仕事」と「家庭生活」をともに優先している』が 33.9％と

最も高く、次いで『「家庭生活」を優先している』が 23.7％となっています。女性では『「家庭生

活」を優先している』が 36.7％と最も高く、次いで『「仕事」と「家庭生活」をともに優先してい

る』が 31.6％となっています。 

『「仕事」を優先している』は男性が女性を 8.1ポイント上回り、『「家庭生活」を優先している』

は、女性が男性を 13.0ポイント上回っています。 

理想の生活については、男性では『「家庭生活」を優先したい』が 33.9％と最も高く、次いで『「仕

事」と「家庭生活」をともに優先したい』が 32.6％となっています。女性では『「仕事」と「家庭

生活」をともに優先したい』が 44.2％と最も高く、次いで『「家庭生活」を優先したい』が 28.2％

となっています。 

『「家庭生活」を優先したい』は男性が女性を 5.7 ポイント上回り、『「仕事」と「家庭生活」を

ともに優先したい』は、女性が男性を 11.6ポイント上回っています。 

 

 実際                    理想  
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4.9 

0.9 

9.4 

73.7 

23.2 

1.3 

2.7 

16.0 

0.7 

8.2 

62.6 

25.5 

1.7 

3.7 

0% 20% 40% 60% 80%

被害の経験がある

加害の経験がある

身近にセクハラを受けた当事者がいる

経験はないが、知識としては知っている

経験はないが、言葉としては聞いたことがある

言葉自体を聞いたことがない

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

（５）人権について 

①セクシュアル・ハラスメントの経験。（あてはまるものすべてに○） 

セクシュアル・ハラスメントの経験についてみると、男女ともに「経験はないが、知識としては

知っている」が最も高くなっており、男性で 73.7％、女性で 62.6％となっています。次いで「経

験はないが、言葉としては聞いたことがある」が男性で 23.2％、女性で 25.5％となっています。 

また、「被害の経験がある」は男性の 4.9％に対して、女性が 16.0％と高くなっています。 
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0.0 

30.0 

40.0 

30.0 

10.0 

25.5 

38.3 

29.8 

14.9 

8.5 

0% 10% 20% 30% 40%

直接抗議した

相談した

相談したかったが、相談しなかった

（相談できなかった）

何もしようとは思わなかった

その他

男性（n=10） 女性（n=47）

直接抗議した 相談した

相談したかったが、

相談しなかった

（相談できなかった）

何もしようとは

思わなかった
その他

H29男性（n＝４） -　　　　- １件　（25.0％） -　　　　- ２件　（50.0％） １件　（25.0％）

R４ 男性（n＝10） -　　　　- ３件　（30.0％） ４件　 （40.0％） ３件　（30.0％） １件　（10.0％）

H29女性（n＝38） 11件　（28.9％） 12件　（31.6％） 10件　（26.3％） ６件　（15.8％） ４件　（10.5％）

R４ 女性（n＝47） 12件　（25.5％） 18件　（38.3％） 14件　（29.8％） ７件　（14.9％） ４件　（8.5％） 

②セクシュアル・ハラスメントに対する対応。｛被害の経験がある方への質問｝ 

（あてはまるものすべてに○） 

被害を受けた際の対応についてみると、男性では「相談したかったが、相談しなかった（相談で

きなかった）」が 40.0％と最も高くなっており、女性では「相談した」が 38.3％と最も高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「不明・無回答」を除く回答のみ集計 

 

 

2017（平成 29）年度調査との比較 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

1.3 

7.1 

75.4 

1.8 

13.8 

1.8 

3.1 

10.9 

11.2 

75.2 

2.0 

7.1 

1.4 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80%

暴力を受けたことがある（受けている）

身近に（両親を含む）暴力を受けた当事者がいる

問題になっていることを

テレビや新聞等で知っている

関心があり、講座へ参加したり、本を読むなどした

見聞きしたことはない

その他

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

③ドメスティック・バイオレンスの経験。（あてはまるものすべてに○） 

ドメスティック・バイオレンスの経験についてみると、男女ともに「問題になっていることをテ

レビや新聞等で知っている」が最も高くなっており、男性で 75.4％、女性で 75.2％となっていま

す。 

また、「暴力を受けたことがある（受けている）」は男性の 1.3％に対して、女性が 10.9％と高

くなっています。 
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100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

38.7 

16.1 

12.9 

12.9 

51.6 

9.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談しなかった

市役所や警察署など

公的な相談機関に相談した

弁護士や民生委員・児童委員など

民間の相談機関に相談した

医師・カウンセラーなどに相談した

家族や友人に相談した

その他

男性（n=2） 女性（n=31）

相談しなかった

市役所や警察署など

公的な相談機関に

相談した

弁護士や民生委員・

児童委員など民間の

相談機関に相談した

医師・カウンセラー

などに相談した

家族や友人に

相談した
その他

H29男性（n＝５） ４件　（80.0％）　 -　　　　- -　　　　- -　　　　- １件　（20.0％） １件　（20.0％）

R４ 男性（n＝２） ２件　（100.0％） -　　　　- -　　　　- -　　　　- -　　　　- -　　　　-

H29女性（n＝14） ４件　（28.6％） １件　（7.1％）　 １件　（7.1％）　 ３件　（21.4％） ６件　（42.9％） １件　（7.1％）　

R４ 女性（n＝31） 12件　（38.7％）　 ５件　（16.1％） ４件　（12.9％） ４件　（12.9％） 16件　（51.6％） ３件　（9.7％）　

④ドメスティック・バイオレンスの被害の相談。｛被害の経験がある方への質問｝ 

（あてはまるものすべてに○） 

被害時の相談相手についてみると、男性では「相談しなかった」が 100.0％となっています。女

性では「家族や友人に相談した」が 51.6％と最も高く、次いで「相談しなかった」が 38.7％とな

っています。 

前回調査と比較すると、被害件数は、男性では５件から２件に減少していますが、女性では 14

件から 31件に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「不明・無回答」を除く回答のみ集計 

 

 

2017（平成 29）年度調査との比較 
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41.5 

12.1 

51.3 

19.6 

25.9 

36.6 

15.2 

4.5 

8.0 

10.7 

3.1 

4.5 

4.0 

47.6 

9.9 

52.4 

32.0 

29.9 

38.8 

23.5 

7.1 

11.6 

9.9 

2.4 

3.4 

3.1 

0% 20% 40% 60%

男性が家事などに参加することに対する男性自身の

抵抗感をなくすこと

男性が家事などに参加することに対する女性の

抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担などについての

当事者の考え方を尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護についても、

その評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度、在宅勤務などの多様な働き方を普及

することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事、子育て、介護に関心を高めるよう

啓発や情報提供を行うこと

市の研修などにより、男性の家事や子育て、

介護等の技能を高めること

男性が子育てや介護を行うための、

仲間（ネットワーク）づくりを進めること

家庭と仕事の両立などの問題について、

男性が相談しやすい窓口を設けること

その他

特にない

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

（６）男女共同参画社会について 

①男性が家事、子育て、介護に参加するために必要なこと。（○は３つまで） 

男性が女性とともに家事、子育て、介護に積極的に参加していくために必要なことについてみる

と、男女ともに「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること」が最も高くなっており、

男性で 51.3％、女性で 52.4％となっています。次いで、「男性が家事などに参加することに対す

る男性自身の抵抗感をなくすこと」が高くなっており、男性で 41.5％、女性で 47.6％、「労働時

間短縮や休暇制度、在宅勤務などの多様な働き方を普及することで、仕事以外の時間をより多く持

てるようにすること」が男性で 36.6％、女性で 38.8％となっています。 
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17.4 

22.8 

11.2 

34.8 

9.4 

33.0 

28.1 

33.9 

17.9 

4.0 

17.0 

4.5 

8.0 

3.6 

11.2 

17.3 

10.9 

32.7 

9.5 

45.9 

27.9 

40.8 

23.5 

5.4 

29.6 

0.3 

5.8 

5.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

広報誌や講演会などによる男女の平等と

相互理解についての啓発をする

当市の審議会委員や管理職等、

政策決定の場に女性を積極的に登用する

民間企業・団体等の管理職に

女性の登用が進むよう支援する

学校教育の中で、男女平等や男女共同参画

についての教育を進める

生涯学習の場で、男女共同参画の理解を

進めるための学習を充実する

子育てや介護中であっても仕事が続けられるように

支援する

子育てや介護等でいったん仕事を辞めた人の

再就職を支援する

男女が協力して子育てや介護に取り組めるような

支援体制を整備する

労働時間の短縮や在宅勤務の普及等、

男女ともに働き方の見直しを進める

条例の制定等により政策を明確に位置づける

性別に関係なく、生活の自立に向けた取組（家事等）

を学校や家庭の教育の中で行うこと

その他

特にない

不明・無回答

男性（n=224） 女性（n=294）

②男女共同参画社会の実現に向け、南丹市に注力してほしいこと。（○は３つまで） 

男女共同参画社会の実現に向けて、南丹市に力を入れてほしいことについてみると、男性では「学

校教育の中で、男女平等や男女共同参画についての教育を進める」が 34.8％と最も高く、次いで

「男女が協力して子育てや介護に取り組めるような支援体制を整備する」が 33.9％、「子育てや介

護中であっても仕事が続けられるように支援する」が 33.0％となっています。 

女性では「子育てや介護中であっても仕事が続けられるように支援する」が 45.9％と最も高く、

次いで「男女が協力して子育てや介護に取り組めるような支援体制を整備する」が 40.8％、「学校

教育の中で、男女平等や男女共同参画についての教育を進める」が 32.7％となっています。 

また、男性と比較し、女性では「子育てや介護中であっても仕事が続けられるように支援する」

「性別に関係なく、生活の自立に向けた取組（家事等）を学校や家庭の教育の中で行うこと」にお

いて 12ポイント以上高くなっています。 
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３．関連団体ヒアリングからみる現状 

本計画策定の基礎資料とするため、南丹市男女共同参画社会推進委員会や関連団体等に文書に

よるヒアリングを実施しました。 

◇調査対象  ：南丹市男女共同参画社会推進委員会、関連団体 

◇調査期間 ：2023（令和５）年６月 30 日（金）～７月 14 日（金） 

◇調査方法 ：直接配布・FAX 及びＥメール回収 

 

■南丹市男女共同参画社会推進委員会委員や関連団体等からのヒアリング内容 

※提出いただいた内容のまま記載しています。 

 

  

男女共同参画について 

理解が深まっていると思う。 

男女共同参画で特に重要なことは、女性がまず学ぶこと。大まかに女性の方が優位と

されている母性を含む慈愛の気持ちから子育てに向いていることが多い。それは、評

価されて然るべく一つの尊い仕事としてあるべきであり、決してそれしか出来ないの

ではなく次の世代を育てるという尊い任務なのだと自信を持つこと。 

また、経済的に自立できるだけの力を身につけられ、男性に依存しない自覚も必要。

しかし、根本は、お互いに尊重し合い、優れたところをそれぞれが発揮し、補うべき

ところをカバーし合っていけたらと思う。 

男女の比率について 

職場における「役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合」は 53.8％（13名

中７名）。男女比においては、選出段階での男女の指定は廃止の方向のようだが、廃止

した結果、男女比がものすごく偏るとまだまだ道半ばだと感じる。南丹市男女共同参

画社会推進委員会も男性が少ないので、男性を増やす工夫が必要でないか。 

新聞記事のコメントに、支障があろうと女性の比率を上げることで変わっていくので

はないかと掲載されていた。当団体も「女性に理事者になってほしい」との声はある

が、現状は女性部長、副部長以外すべて男性である。女性の経営者も増えているので

今後は変わっていくのでは。 

女性をその部門のトップに据えることについては部門に偏りはあるが、かなり努力さ

れていると思う。しかし、女性だからトップにという感も否めない。優秀だから男性

女性関係なくトップにとなって欲しいが、視点が違うので女性を構成員として配置す

ることは重要だと考える。 

女性の館では、男性講師を迎えることができ、講師や受講生の参加をこれからも促進

していくことを考えている。 
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男女平等の意識について 

防災活動や災害復興対策において、女性のみの家族の家には土のうを積んでもらえな

いことがあった。 

男らしく女らしくという考え方は、無意識に刷り込まれていることもあると思う。子

どもの時の環境が大きく影響しているのではないか。時間がかかるが、世代が変われ

ば意識も変わっていくと思う。 

子どもは母親からしか産まれてこないので、男女における役割はそれぞれであると感

じている。子育ては男女が共同で行うものであり、家事も一緒にした方が楽しい。し

かし、社会に出たら女性には厳しいことがまだ残っているかもしれない。子どもの頃

からの生活環境は特に大きく影響すると思うので、学校教育の中で男女差別に限らず、

いじめ・差別・虐待のない社会の実現を教育していく必要があると考える。南丹市が

豊かで明るい地域になることを日々願っており、実行している。 

女性が担当していた家事育児を蔑まないことが重要なのではないかと思う。家事や育

児がひと段落ついたら、学んだり、就職し、それぞれの人生を深められる制度が有れ

ば助けになる。 

例えば、古い考え方を改善する一案として、必ず女性の組織（女性会）を区内に置く。

そのための加入増加に区の一助をお願いしたい。 

まだ、家事・育児が女性に重点を置かれている。女性が働き続けられる環境や学習の

機会があれば、女性自身が自分を変えるきっかけとなる。 

まず、男女が人間として相手を思いやる優しさや正しい言葉使いで接することにより、

お互いが理解できる一因になるのでは。 
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４．前計画の成果と本計画策定に向けた課題のまとめ 

市役所庁内における前計画の検証・評価や市民意識調査、関連団体ヒアリングの結果等から、

前計画の成果と本計画の策定に向けた課題を、前計画の施策体系に沿って考察します。 

 

■基本目標１ 男女平等の意識づくり 

男女共同参画に関する情報提供や広報活動を実施しているものの、市民意識調査の結果では日

常的な様々な場面において、依然として男性優遇と感じる回答は多くなっています。 

また、「男女平等の社会にするために必要なこと」という質問に対しては、男女とも、「女性を

取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念・慣習・しきたりを改めること」が、2017（平成 29）

年度の調査結果と同様に最も高くなっている状況です。関連団体ヒアリングにおいても、「男女平

等における意識は子どもの頃の環境から影響している」「まだ、家事や育児は女性が行うことに重

点を置かれている」等の意見がみられることから、引き続き一層の広報・啓発活動により、偏見

や固定的な性別役割分担意識を解消する必要があります。 

 

■基本目標２ あらゆる場における男女平等の地域社会づくり 

市の管理職や審議会・委員会等への女性の登用については進展しているものの、関連団体ヒア

リングの結果をみると、各組織における男女の比率については依然として偏りがあるとの意見が

みられます。 

また、市民意識調査結果では、女性が地域のリーダーになるために必要なこととして、男女と

もに「男性の抵抗感をなくすこと」が 2017（平成 29）年度の調査結果同様に最も高くなって

おり、男性の意識改革を行うとともに、女性自身の抵抗感をなくすことも重要となっています。 

成果 課題 

●お知らせなんたんや市ホームページに

おいて、女性相談の広報の掲載を実施。 

●男女共同参画に関する情報や出版物等

（ポスター、チラシ含む）を市役所等に

おいて掲示・設置し情報提供を実施。 

●幼稚園等早期からの男女共同参画に関

する教育の充実【継続】 

●男女共同参画に関する生涯教育の充実

【継続】 

●広報・啓発の一層の充実【継続】 

成果 課題 

●「おやこの食育教室」や「生活習慣病予

防教室」において男性の参加を促進。 

●らら京都や京都ジョブパークと連携し、

マザーズジョブカフェ等女性の起業や

相談窓口との連携、情報提供を実施。 

●自主的な女性交流事業を中心に女性団

体の交流やネットワークづくり支援の

実施。 

●地域活動における団体同士のつながり

の一層の促進【新規】 

●市役所における政策・方針決定の場へ

の、女性参画の一層の推進【継続】 

●審議会・委員会等への女性参画の一層の

推進【継続】 

●男女共同参画への男性の理解促進 

【継続】 
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■基本目標３ 労働における男女平等の推進 

庁内においては、ワーク・ライフ・バランスを見直すため年次有給休暇の取得を促しているも

のの、市民意識調査結果では、女性が働き続けるために必要なこととして、男女ともに「男女と

もに育児・介護休業が取得しやすいようにする」と答えた人が最も多く、育児・介護休業が取り

やすい環境整備が必要となっています。 

関連団体ヒアリングの結果をみると、「女性が働き続けられる環境があれば、女性自身が自分を

変えるきっかけとなる」といった意見が挙げられており、引き続き庁内を含め、市内の事業所に

おいても、ワーク・ライフ・バランスの推進が図られるよう、働きかける必要があります。 

 

■基本目標４ だれもが安心して暮らせるまちづくり 

市民意識調査結果によると、2017（平成 29）年度の調査以降、セクシュアル・ハラスメン

トについては男女ともに被害の経験者が増加しており、ドメスティック・バイオレンスについて

は、女性のみ被害の経験者が増加している状況にあります。また、男性においては被害について

「相談しなかった」が多く挙げられており、女性においては身近な人に相談したといった実態が

明らかとなっています。このことから、引き続き被害の防止に向けた広報・啓発を行うとともに、

被害者に対する相談・支援体制をより一層強化する必要があります。 

  

成果 課題 

●ワーク・ライフ・バランスを見直すため

年次有給休暇の取得の促進。 

●職場でのセクシュアル・ハラスメントや

パワー・ハラスメント等の防止に向けた

対策の促進。 

●パパママ教室を日曜日開催で実施し、子

育ても夫婦が協力して行うことが大切

であることを周知。 

●妊娠中や出産後の職員が安心して働け

るための各種制度の周知【新規】 

●市役所及び市内の事業所等でのワー

ク・ライフ・バランスの一層の推進 

【新規】 

●女性の再就職や多様な働き方実現に向

けた支援や環境整備【継続】 

●子育て支援策の一層の充実【継続】 

成果 課題 

●ひとり親自立支援員を配置。 

●女性特有のがん検診（子宮がん検診）に

ついては、対象年齢の方にクーポン券を

配布。 

●配偶者等からの暴力をなくす運動期間

における啓発や、二十歳のつどいにおい

て DV対策（デートDVや相談窓口等）

の広報を実施。 

●権利擁護事業の一層の推進【継続】 

●高齢者や障がいのある人を社会で支え

る体制の整備【継続】 

●ひとり親家庭、困窮家庭に対する支援の

充実【継続】 

●セクシュアル・ハラスメント、ドメステ

ィック・バイオレンスの防止と、被害者

に対する支援の一層の充実【新規】 
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第４章 計画の方向性 

１．本計画の基本理念 

本市では、「森・里・街・ひとがきらめく ふるさと 南丹市」を将来のイメージ像に据え、総

合的なまちづくりを推進しています。 

本計画はこれを踏まえ、誰もが性別に関わらず、個性と能力を十分に発揮して輝くことができ

る男女共同参画社会の実現を目指すものであり、本計画の基本理念を以下のとおり定め、具体的

な施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

２．基本目標 

本計画では、前計画に引き続き、４つの基本目標の下、施策を推進していきます。 

 

 

 

○広報・啓発活動や、教育機関や生涯学習を通じて、男女共同参画の意識の浸透と醸成に努め

ます。 

 

 

○家庭や地域社会等、様々な場面で男女共同参画が進展するよう、市民との協働による男女共

同参画社会の実現を目指します。 

 

 

○職場における女性活躍の推進や、ワーク・ライフ・バランスの推進、子育て支援策の充実等

に努めます。 

 

 

○高齢者や障がいのある人の自立支援や、市民の健康づくりの支援、ドメスティック・バイオ

レンス等の暴力の防止等により、誰もが安心して暮らせる男女共同参画社会づくりを目指し

ます。 

  

 

だれもが⼗分に能⼒を発揮し、⾃分らしく“きらめく”まち南丹市 

                         男⼥共同参画の意識づくり 基本目標１ 

                地域のあらゆる場における男⼥共同参画の推進 基本目標２ 

                     働く場における男⼥共同参画の推進 基本目標３ 

                     安⼼・安全な男⼥共同参画社会づくり 基本目標４ 

  基本理念 
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３．施策の体系 

本市における男女共同参画社会の実現に向けて、４つの基本目標を達成するための重点課題と

施策の方向を次のとおりとします。 

 

基本目標 重点課題 施策の方向 

１ 

男女共同参画の 

意識づくり 

１ 男女共同参画の啓発 
(1)広報・啓発活動の推進 

(2)男女共同参画に関する情報の収集と提供 

２ 男女共同参画に 

関する学習の推進 

(1)幼児期教育や学校教育等の推進 

(2)家庭における教育の推進 

(3)男女共同参画に基づく生涯学習の推進 

３ 男女の人権の尊重 
(1)互いの人権を尊重する意識の醸成 

(2)メディアにおける人権尊重の推進 

２ 

地域のあらゆる

場における 

男女共同参画の

推進 

１ 家庭・地域社会に 

おける男女共同参画

の推進 

(1)家庭生活における男女共同参画の推進 

(2)地域社会における男女共同参画の推進 

(3)防災対策における男女共同参画の推進 

２ 庁内における 

男女共同参画の推進 

(1)政策・方針決定過程への女性の参画推進 

(2)女性の職域拡大と人材育成 

３ 様々な分野での 

男女共同参画の推進 

(1)女性のチャレンジ支援の推進 

(2)女性団体等の活動支援の推進 

(3)まちづくりにおける男女共同参画の推進 

３ 

働く場における 

男女共同参画の

推進 

１ 職場における 

男女共同参画の推進 

(1)男女共同参画に配慮した職場環境の整備 

(2)職場のセクシュアル・ハラスメント、 

パワー・ハラスメント等の防止に向けた取組 

２ 仕事と家庭、社会活動

等の両立支援 

(1)多様な働き方ができる就業環境の整備 

(2)子育て支援策等の充実 

３ 自営業等における 

男女共同参画の推進 

(1)方針決定過程への女性の参画促進 

(2)就業条件と環境の整備 

４ 

安心・安全な 

男女共同参画 

社会づくり 

１ 高齢者・障がいの 

ある人、困難に直面 

する人への支援の 

充実 

(1)高齢者・障がいのある人への自立支援の 

充実 

(2)高齢者・障がいのある人への福祉サービス 

の充実 

(3)ひとり親家庭への支援体制の充実 

２ 生涯を通じた 

健康支援 

(1)男女の健康管理対策の推進 

(2)生涯を通じた健康づくりの支援 

３ あらゆる男女間の 

暴力の根絶 

(1)配偶者等からの暴力防止に向けた意識啓発 

(2)相談支援体制の充実 

(3)被害者の保護・自立のための支援 

(4)加害者に対するカウンセリング等の支援 
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第５章 計画の内容 

基本目標１ 男女共同参画の意識づくり 

■重点課題１ 男女共同参画の啓発 

男女共同参画を推進するためには、社会における男女平等を促進し、ジェンダーに基づく不平

等や差別をなくすために様々な取組を進め、市民全員が理解を深めることが重要です。 

このため、市が展開する多様な媒体やフォーラム・講演会・講座等を通じて、男女の人権を尊

重する意識の醸成に努めるとともに、幅広い年齢層に向けた啓発活動を促進します。 

また、市の男女共同参画推進についての取組やその進捗状況について、広く市民に情報を公開

します。 

（１）広報・啓発活動の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

１ 
多様な媒体を利用した

情報提供 

○ 市の広報誌やホームページ、公式 SNS等の多様な媒体を活

用し、男女共同参画に関する情報や、社会における女性の

活躍に関する情報の広報、啓発を行います。 

２ 講演会・講座等の開催 

○ 男女共同参画に向けた意識づくりのため、男女共同参画週

間（毎年６月 23 日から６月 29 日までの一週間）に合わ

せて、関係機関と連携してフォーラムや講演会等を開催し

ます。 

○ 男女共同参画社会の推進につながるスキルアップ講座や、

男性向けの育児教室・料理教室等を開催します。 

○ 講演会・講座等の参加者増加を目指し、さらなる広報活動

の充実に努めます。 

３ 
「特定事業主行動 計

画」の進捗状況の公開 

○ 「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に

基づく「特定事業主行動計画」の進捗状況を定期的に調査

し、結果の把握と分析を行い、多様な媒体を活用して公開

します。 
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（２）男女共同参画に関する情報の収集と提供 

番号 具体的施策 施策の内容 

４ 
男女共同参画に関する 

調査・研究 

○ 男女共同参画について、市民意識や企業・団体における取

組状況の調査を行い、その結果を速やかに公開し、施策に

反映できるように情報発信に努めます。 

５ 
男女共同参画に関する 

情報の収集・提供 

○ 国や京都府、民間団体等における男女共同参画に関する各

種情報や出版物等を収集し、市役所及び各支所等にて掲示

及び設置を行うとともに、様々な事業所や組織等において

啓発する機会をつくるなど、市民への情報提供に努めます。 

 

■重点課題２ 男女共同参画に関する学習の推進 

市民意識調査の結果をみると、「女性を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念・慣習・しきた

りを改めること」が、男女共同参画社会の実現に必要であるとの意見が、前回調査に引き続き最

も多くなっています。 

教育や保育に携わる人々が男女共同参画への理解を深め、意識を高めることができるよう、研

修を実施するとともに、幼児期から人権意識が根付くよう配慮するなど、男女共同参画の視点に

基づく教育の推進に取り組みます。 

また、PTA活動等を通じて家庭に働きかけたり、生涯学習に男女共同参画の視点を盛り込むな

ど、地域全体に男女共同参画の意識が浸透するよう、引き続き取組を推進します。 

（１）幼児期教育や学校教育等の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

６ 
一人ひとりの人権を 

尊重する教育の推進 

○ 「豊かな人間性をはぐくむ教育の推進」を図るべく、指導

者（教職員等）の研修機会を提供し、就学前から計画的な

人権教育・道徳教育の充実を図ります。 

７ 

保育所、幼稚園、認定こ

ども園、学校等での男女

共同参画教育の推進 

○ 幼児期から男女共同参画の意識が根付くよう、年齢に応じ

た保育、指導、教育を行います。 

８ 
性別にとらわれない 

進路・生徒指導の推進 

○ 望ましい職業観や勤労観を育むための取組であるキャリア

教育（職場体験活動等）を通じて、固定的性別役割分担意

識等にとらわれることなく生徒自らが主体的に進路を選択

できるよう、教育活動を継続して推進します。 
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（２）家庭における教育の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

９ 
家庭における学習の 

推進 

○ 家庭における男女共同参画に対する学習機会を充実させ、家庭

の健全な発展と安定に努めます。また、ＰＴＡ活動を通じて家

庭における男女共同参画に関する教育の推進に努めます。 

○ 家庭との連携の強化を図り、両親がともに子育てを行う意

識づくりに努めます。 

 

（３）男女共同参画に基づく生涯学習の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

10 
生涯学習における 

男女共同参画の啓発 

○ 文化・スポーツ施設で行われる文化活動やスポーツ等の生

涯学習の場を活用し、男女共同参画に関する教育の推進に

努めます。 

 

■重点課題３ 男女の人権の尊重 

男女共同参画を推進するためには、性別に関わりなく、誰もが多様性を尊重し、社会的変化に

伴う意識の向上を図ることが重要です。 

このため、多様な媒体や機会を通じて人権意識高揚に向けた啓発を行うとともに、人権や男女

共同参画の理念に配慮した情報発信の強化に努めます。 

（１）互いの人権を尊重する意識の醸成 

番号 具体的施策 施策の内容 

11 人権啓発の取組 

○ 市の広報誌やホームページ、公式 SNS等の多様な媒体を活

用しながら、人権啓発の取組として、男女共同参画の視点

を取り入れた研修会や講演会、人権学習会等の啓発イベン

トを開催し、市民への周知を行います。 

○ ＬＧＢＴQ 等性的少数者の人権擁護のため、多様な媒体を

活用しながら、理解促進に努めます。 

（２）メディアにおける人権尊重の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

12 
男女共同参画を進める

ための表現の浸透 

○ 男女共同参画の視点から適切な表現が用いられているかど

うかの点検に努めます。 

○ 情報を主体的に読み解き活用していく能力の育成に努めます。 
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基本目標２ 地域のあらゆる場における男女共同参画の推進 

■重点課題１ 家庭・地域社会における男女共同参画の推進 

 

家庭や地域における特定の性別や年齢による固定的な性別役割分担をなくし、地域で暮らす誰

もがワーク・ライフ・バランスを推進して、家事や子育て、地域社会の担い手となる意識を持つ

よう啓発し、地域活動の活性化につなげることが重要です。 

このため、性別に関わりなく誰もが家庭や地域社会の担い手となれるよう、一層の啓発に努め

るとともに、育児・介護休業制度の周知や取得促進に向けた取組を引き続き推進します。 

また、地域における防災対策において、男女共同参画の視点を踏まえつつ、多様な人々の参画

を促進するため、広報・啓発に努めます。 

（１）家庭生活における男女共同参画の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

13 
家庭生活における 

男女共同参画の推進 

○ 固定的な性別役割分担を解消し、男女がともに家事、育児、

介護等の家庭的責任を担うことができるよう、講演会や広

報等による啓発に努めます。 

14 
ワーク・ライフ・バラン

スの推進に向けた啓発 

○ 男女がともに家事、育児、介護等の家庭的責任を担う環境

を整えるため、育児・介護休業制度の周知とそれらの積極

的な取得について、多様な媒体を用いて啓発を行います。 

 

（２）地域社会における男女共同参画の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

15 
地域活動における 

男女共同参画の推進 

○ 地域の自主的な取組を支援するとともに、男女がともに地

域社会の担い手として参画できるよう関係団体やグループ

へ働きかけを行います。 

○ 自治会やＰＴＡ、自主防災組織等の地域活動において、活

動が男女共同参画の視点で取り組まれるよう啓発を行いま

す。 

  

※「女性活躍推進法」関連項目 
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（３）防災対策における男女共同参画の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

16 

防災活動・災害復興対

策における男女共同参

画の推進 

○ 性別等によるニーズの違いなど、様々な立場の人に配慮し

た防災・災害復興対策を推進します。 

○ 家庭や地域、企業等における防火・防災に関する講習、ま

た初期消火訓練や災害時等の初動訓練、救急講習等を実施

し、男女共同参画の視点による防火、防災・減災対策を推

進します。 

 

■重点課題２ 庁内における男女共同参画の推進 

 

本市の管理職や審議会・委員会等への女性の登用は、ある程度進展しているものの、まだ十分

とはいえない状況であり、引き続きジェンダー平等の意識を高め、男女共同参画を一層推進して

いく必要があります。 

このため、市政の重要な決定をする場や市（職員）の管理職において、男女のバランスを確保

しつつ、女性のリーダーシップを奨励し、性別に関わりなく誰もが個性と能力を発揮して活躍で

きるよう、ジェンダー平等に関するトレーニングや教育プログラムを実施し、働きやすい職場環

境の整備に努めます。 

（１）政策・方針決定過程への女性の参画推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

17 
審議会等の委員への 

女性の参画促進 

○ 市政に女性の意見を反映させるため、市の審議会等におい

て、女性委員の占める割合が 30％以上となるよう、女性の

登用枠の拡大と登用の促進に努めます。 

18 公募制度の導入促進 
○ 市政により一層の民意を反映させるため、審議会等の委員

の公募制度の導入を促進し、女性の登用に努めます。 

19 女性の地位向上の促進 

○ 研修の講師等、あらゆる人選機会において積極的に女性を

登用するなど、社会の様々な分野で女性が占める割合が

30％以上となるよう努めます。 

  

※「女性活躍推進法」関連項目 
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（２）女性の職域拡大と人材育成 

番号 具体的施策 施策の内容 

20 

女性の職域拡大と人材

育成及び、管理職への

登用促進 

○ 女性の職域拡大及び能力開発を一層推進するとともに、管

理職への登用促進に努め、女性の視点を市政推進に積極的

に取り入れていきます。 

○ 女性の登用を図るため、研修機会の充実や男女に関わらず

能力が発揮できる職場環境の整備に努めます。 

 

■重点課題３ 様々な分野での男女共同参画の推進 

 

活力のある社会の実現には、女性自身が経済力・知識・技術を身に付け、あらゆる分野に参画

するなど、政策や方針決定の場において、性別に偏らない意見が反映されることが重要です。様々

な分野における女性の参画は徐々に進んできている一方で、男性に比べ十分に参画・活躍ができ

ていないのが現状です。 

このため、女性の就職・再就職に向けた情報提供や相談支援を充実させるとともに、女性の自

発的な活動に対する支援等を通じて、女性の自立と能力発揮の場づくりに努めます。 

また、地域や団体に対して女性の参画拡大の重要性を呼びかけ、女性の積極的な登用を働きか

けていきます。 

（１）女性のチャレンジ支援の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

21 
職業能力等を開発する

ための支援の充実 

○ 女性の職業能力の開発等のため、らら京都や京都ジョブパ

ークとの連携の下、講座等の開催情報や、起業に関する情

報、学習機会を市役所及び各支所において提供するととも

に、相談環境を整えるなど、女性の起業を支援します。 

22 
再就職希望者に対する 

情報提供や講座の開催 

○ 再就職希望者に対し、公共職業安定所等関係機関との連携

の下、就活に関わる情報提供や就職活動セミナー等を行い

ます。 

 

  

※「女性活躍推進法」関連項目 
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（２）女性団体等の活動支援の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

23 
女性の交流、活動への 

支援 

○ 広域的な地域間交流により、男女共同参画に対する幅広い

活動が行え、広い視野が養えるよう、啓発活動を中心に女

性団体の交流やネットワークづくりを支援します。 

○ 若い世代に参加してもらうため、活動内容を広く周知し人

材確保に努めます。 

24 
男女共同参画推進拠点 

の確立 

○ 女性団体やグループ等の地域活動・交流を推進するための

拠点となる施設を確保し、誰もが気軽に利用できる身近な

施設となるよう機能の充実を図ります。 

 

（３）まちづくりにおける男女共同参画の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

25 

地域おこし、まちづく

り、観光における男女

共同参画の推進 

○ 地域おこし、まちづくり、観光分野において、地域の活性

化に向けて男女共同参画を進めるとともに、南丹市まちづ

くりデザインセンター等の関係機関と連携して、人材育成

や情報・学習機会等の環境づくりに努めます。 
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基本目標３ 働く場における男女共同参画の推進 

■重点課題１ 職場における男女共同参画の推進 

 

職場での男女間の格差は現在も解消されておらず、あらゆる場面において男女共同参画が実現

するよう、行政としても支援や事業者等に対する働きかけが重要となっています。 

このため、女性自身の能力向上や、企業における女性の職種・職域の拡大に向けた周知・啓発

等を行うとともに、就業に関する法令等の理解促進に努めます。 

また、関係機関との連携強化を図り、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントの

根絶に向けた取組を促進し、市役所においては男女共同参画のモデル職場となるよう、男女の職

務分担の見直しや男女共同参画の理解を進めるための研修の充実等に積極的に取り組みます。 

（１）男女共同参画に配慮した職場環境の整備 

番号 具体的施策 施策の内容 

26 
「男 女 雇 用機会均等

法」等の周知徹底 

○ 「男女雇用機会均等法」「労働基準法」「パートタイム労働

法」「女性活躍推進法」等の周知を図るため、多様な媒体を

活用した啓発活動に努めます。 

○ 職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進や待遇の改

善に向けての啓発を行います。 

27 
非正規労働者等の就業

条件の整備 

○ 多様な媒体を活用し、非正規労働者が不当な扱いを受ける

ことがないよう、関連法規や相談窓口等の広報を行います。 

28 
就労や労働に関する 

相談窓口の充実 

○ 多様な媒体を活用し、就労、労働に関する相談窓口の周知

を行います。 

○ 京都ジョブパークやハローワーク等と連携し、労働相談、

就労相談機関の案内や助言に努めます。 

29 
働く女性への妊娠中・ 

出産後の配慮 

○ 女性が妊娠中・出産後においても働きやすい職場づくりを

目指すとともに、妊娠・出産を理由とする不利益な扱いが

起こらないよう、啓発を行います。 

30 
「一般事業主行動 計

画」の策定促進 

○ 市内の事業所等に対し、「女性活躍推進法」に定められた「一

般事業主行動計画」を策定するよう、啓発に努めます。 

  

※「女性活躍推進法」関連項目 
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（２）職場のセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）、パワー・ハラス

メント（パワハラ）等の防止に向けた取組 

番号 具体的施策 施策の内容 

31 

庁内におけるセクハラ、

パワハラ等の防止に向け

た取組 

○ 市役所庁内においてセクシュアル・ハラスメントやパワ

ー・ハラスメント等が発生しないよう、セミナーや説明会

等を継続して実施し、啓発に努めます。 

32 

セクハラ、パワハラ等

の防止に向けた事業所

等への啓発 

○ 職場でのセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメ

ント等の防止に向けた対策を推進するよう、市内の事業所

等に対し、継続的に啓発を行います。 

33 

セクハラ、パワハラ等

の 被 害者に 対 す る相

談・支援体制の充実 

○ 職場でのセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメ

ント等の被害者に対し、関係機関・団体等との連携強化を

図るとともに、相談・支援体制の充実に努めます。 

 

■重点課題２ 仕事と家庭、社会活動等の両立支援 

 

性別を問わず誰もが自由な生き方を選択し、社会のあらゆる分野に参画していくことは、男女

共同参画社会において必要不可欠な要素となっています。 

このため、誰もがやりがいや充実感を持って働き、仕事上の責任を果たしながら、家庭や地域

活動等にも参画していけるよう、事業主に対して、ワーク・ライフ・バランスの考え方を周知す

るとともに、性別を問わず育児休業や介護休業の取得が促進されるよう啓発を行い、子育て支援

策の充実に努めます。 

（１）多様な働き方ができる就業環境の整備 

番号 具体的施策 施策の内容 

34 
仕事と家庭の両立に 

向けた意識啓発 

○ 市民、事業者を対象とした講演会、講座等の開催により、

ワーク・ライフ・バランスの意識の啓発を行います。 

35 
育児・介護休業を取得

しやすい環境づくり 

○ 女性に限らず、男性も育児休業や介護休業が取得しやすい

職場づくりができるよう、市民や事業者に対する制度の普

及や掲示物・配布物を有効活用し啓発に努めます。 

36 多様な就労形態の普及 

○ 時短勤務や自宅勤務等多様な就労形態について、パンフレ

ット等を活用した広報活動を行います。 

○ 多様で柔軟な働き方を労働者が選択できるよう、企業及び

市民への啓発活動を行います。 

  

※「女性活躍推進法」関連項目 
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（２）子育て支援策等の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 

37 
子育て支援の拠点施設

の充実 

○ 子育て支援の拠点である南丹市子育てすこやかセンターに

おいて、保護者同士の交流の機会を広げるとともに、保育

アドバイザーの設置等、子育てに関する悩み等の相談に応

じ、保護者の育児不安と育児の孤立化の解消を図ります。 

38 
多様な保育サービスの 

充実 

○ 多様化する保護者の就労状況や病気、育児疲れ等、緊急時

の対応として、一時保育や延長保育、低年齢児保育を充実

させ、利用しやすいサービスの充実に努めます。 

39 子育て支援制度の充実 

○ 養育支援訪問事業を実施し、育児疲れで子育て等が困難な

世帯に対して、子育て支援員が育児支援や家事支援を行い

ます。 

○ ファミリー・サポート・センター事業を実施し、利用会員

と援助会員による相互支援制度の充実を図ります。 

40 児童虐待防止策の充実 

○ 乳幼児や児童・生徒等に対する虐待の早期発見・早期対応

に向け、多様な媒体を活用した広報を行うとともに、被害

者や加害者に対する相談体制の充実、関係機関との連携強

化に努めます。 

○ 保育者の専門性を高めるため、家庭支援や保護者支援を行

い、情報発信に努めます。 
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■重点課題３ 自営業等における男女共同参画の推進 

 

家族経営の農林業や自営業等は男女共同参画に関する法整備等の影響を受けにくく、この分野

での男女共同参画推進には、固定的な役割分担意識の解消に向けた積極的な働きかけが必要不可

欠となっています。 

このため、経営への女性の参画を促進するための取組や、女性の経営能力の向上、女性の労働

条件の改善のための施策を推進し、女性が事業の成功を追求しやすい環境づくりを構築するとと

もに、女性の地位向上を図るための啓発活動、研修の実施及び相談体制の充実を図ります。 

（１）方針決定過程への女性の参画促進 

番号 具体的施策 施策の内容 

41 家族経営協定の普及 

○ 京都府農業改良普及センターと連携して、全員の自由な意

思に基づいて「農業経営の方針」「役割分担」「収益配分」

等、それぞれの家にあった「家族経営協定制度」の普及を

図ります。 

42 

経営能力や技術向上の

ための情報や学習機会

の提供 

○ 各関係団体等との連携の下、自営業等に携わる女性の経営

能力や技術を向上させるために、情報発信や研修会等の充

実に努めます。 

 

（２）就業条件と環境の整備 

番号 具体的施策 施策の内容 

43 

農業や自営業等におけ

る労働条件の改善のた

めの啓発 

○ 労働時間や休日等が不明確になりがちな自営業等における

女性の労働条件の改善に向け、相談体制を整備し、家族の

理解を深めるための広報、啓発活動を行います。 

 

 

  

※「女性活躍推進法」関連項目 
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基本目標４ 安心・安全な男女共同参画社会づくり 

■重点課題１ 高齢者・障がいのある人、困難に直面する人への支援の

充実 

今なお、高齢者や障がいのある人の介護や支援は女性に負担が偏っており、男女共同参画の視

点を持って、女性の自立生活を支援するためには、地域が一体となって高齢者や障がいのある人

を支える体制づくりが必要不可欠となっています。 

このため、高齢者や障がいのある人の自立に向けた支援や、福祉サービスの充実を促進し、女

性の負担の軽減を図るとともに、女性が働きやすい環境整備や、仕事と家庭生活を両立しながら、

安心して地域で暮らしていくことができるよう、支援サービスの充実に努めます。 

また、ひとり親家庭は経済的に困難な状況にある傾向がみられ、今後も、社会経済の不安定さ

により、困難を抱える人の増加も想定されることから、生活上の困難に直面する方に対し、関係

機関との連携を図り、情報の提供や相談を行うとともに、就労・学習等の機会を提供するなど、

自立に向けた支援を行います。 

（１）高齢者・障がいのある人への自立支援の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 

44 

高齢者・障がいのある

人等の生きがいづくり

のための支援 

○ 高齢者、障がいのある人等が住み慣れた地域で充実した生

活を継続するため、学習、スポーツ、交流活動が行えるよ

う、自立をサポートできる体制づくりと広報・啓発活動に

努めます。 

45 
高齢者・障がいのある

人等の就労支援 

○ シルバー人材センターを中心とした関係機関と連携し、高

齢者の豊富な知識、経験、技能を生かした就労促進や、障

がいのある人の自立や能力向上を進めるための就労支援策

の充実に努めます。 

○ 高齢者雇用対策の推進や、障がいのある人の就労促進に向

け、企業等への働きかけや、就労希望者に対する就労情報

の提供を行います。 

○ 市役所庁内において、障がいのある人の雇用率向上に努め

ます。 

46 
高齢者・障がいのある

人等の生活の場の拡充 

○ 高齢者や障がいのある人が住み慣れた地域で自立して暮ら

せるよう、サービス提供事業者等と連携しながら、グルー

プホーム等生活の場の拡充に努めます。 

○ 高齢者の住まいや生活の場に係るニーズを的確に把握する

ため、サービス提供事業者等と連携強化を図ります。 
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（２）高齢者・障がいのある人への福祉サービスの充実 

番号 具体的施策 施策の内容 

47 権利擁護の推進 

○ 判断能力が十分でない高齢者や障がいのある人等が、地域

において安心して自立した生活が送れるよう、地域包括支

援センター等と連携を図り、地域福祉権利擁護事業（日常

生活自立支援事業）や成年後見制度の周知・啓発に努め、

相談・支援ができる体制づくりを推進します。 

48 
各種福祉サービスの 

充実 

○ 介護保険制度、障がい者福祉制度等、福祉サービス事業に

ついては、保健、福祉、医療等各関係機関と連携を図り、

より積極的に高齢者、障がいのある人等の自立支援に向け

ての制度の充実を図ります。 

49 
介護に携わる人材の 

育成 

○ 介護職員初任者研修受講者支援事業の実施や、介護福祉士

の資格取得に必要な研修・講習会等の受講に対する支援等

を通じ、人材の確保や育成・資質向上を図ります。 

○ 人材育成に積極的な福祉事業所を府が認証する、きょうと

福祉人材育成認証制度への登録や認証取得への取組を、市

内の介護保険事業者等に対し啓発・促進します。 

50 相談体制の充実 

○ 福祉事務所内に配置している専門相談員や、市から委嘱さ

れている相談員（身体障害者相談員・知的障害者相談員・

精神障害者相談員）とも連携強化を図り、問題解決に結び

付きやすい環境整備に努めるとともに、啓発活動を積極的

に行います。 

 

（３）ひとり親家庭への支援体制の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 

51 
自立促進に向けた支援

の充実 

○ ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するため、医療費

や児童扶養手当、母子家庭奨学金の助成等の支援を行いま

す。 

52 相談体制の充実 
○ ひとり親家庭に対して生活に必要な情報を提供するととも

に、様々な相談に対応するための体制の充実を図ります。 
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■重点課題２ 生涯を通じた健康支援 

生涯を通じて心身ともに健やかに過ごすことは大切な権利であり、性別に関わりなく誰もが社

会で活躍するための最も重要な条件といえます。性別に関係なく互いの身体的性差について十分

理解しあい、相手を思いやることが重要となります。 

特に女性特有の疾病や、妊娠・出産に伴う心身の変化・変調に対して支援することは、女性の

活躍や自立促進のために欠かせない要素です。 

また、性別に関わらず、過重労働や職場環境等による過度のストレス、うつ病等が問題視され

ており、メンタルヘルス対策の充実・推進が求められています。 

このため、女性の妊娠・出産に関する男性も含めた保健指導や、性別を問わず生涯を通じた健

康づくりの支援、性や健康への理解促進や、それぞれのライフステージに適した心身の健康づく

りを推進し、誰もが健やかに社会参加できる環境づくりに努めます。 

（１）男女の健康管理対策の推進 

番号 具体的施策 施策の内容 

53 
妊娠・出産に関する 

保健指導の充実 

○ 妊娠時等の女性の健康管理のため、妊婦と家族に対する各

種支援やパパママ教室を実施し、妊娠、出産等の正しい知

識の普及とその重要性について、妊婦だけでなく子どもの

父親やその家族にも教育、啓発に努めます。 

○ 関係機関との連携を図り、広報活動を通じた啓発を行うと

ともに、パパママ教室に気軽に参加してもらえる環境づく

りに努めます。 

○ 妊娠、出産等、女性の身体的機能について理解を深め、生

涯にわたる健康について、女性も男性も自ら主体的に考え

ることができるよう啓発、支援を行います。 

54 
不妊に関する相談等の

支援 

○ 不妊治療助成制度や不妊治療に関する情報を提供するな

ど、不妊に悩む方への支援を行います。 

 

  



46 

（２）生涯を通じた健康づくりの支援 

番号 具体的施策 施策の内容 

55 
健康づくりのための 

啓発活動の推進 

○ 生涯にわたる健康の保持増進に向け、各年代に応じた健康

づくりに関する啓発活動を今後も継続していきます。 

○ メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査や特定

保健指導を、参加しやすいよう内容や日程を工夫しながら

実施し、生活習慣病予防のための啓発を継続して実施しま

す。 

○ 子宮がん、乳がん等の予防と早期発見の自己検診法を普及

させ、若年層の市民健診受診率向上に努め、生涯にわたる

健康づくりの支援を行います。 

○ ホームページや公式ＳＮＳといった多様な媒体を活用し、

健康情報の発信に努めます。 

56 

過度なアルコール摂取

や喫煙の危険性の啓発

と、薬物乱用防止対策

の推進 

○ 過度なアルコール摂取や喫煙の危険性について、多様な媒

体を活用して啓発に努めます。 

○ 薬物乱用の危険性についての啓発や教育等、薬物乱用の根

絶に向けた取組を推進します。 

57 
心身の問題に関する 

相談体制の充実 

○ 専門職による個別相談等、各年代における心身の問題に対

する相談体制の充実や、女性が抱える様々な悩みに対する

相談、訪問を継続して実施します。 

58 
性と生殖に関する意思

の尊重 

○ ライフステージに応じて、女性の生涯にわたる健康につい

て、女性も男性も自らが主体的に考えることができるよう、

学校等と連携しながら健康教育や啓発を行います。 
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■重点課題３ あらゆる男女間の暴力の根絶 

 

男女共同参画社会の実現のためには、性別に関わらず、誰もがひとりの個人として尊重される

ことが重要です。しかし、ドメスティック・バイオレンスといった親しい男女間の暴力が社会問

題となっており、重大な人権侵害であることから、根絶へ向けた地道な取組が必要です。 

このため、様々な機会を通じてドメスティック・バイオレンス防止の教育・啓発を行うととも

に、被害者を救済するための支援策の充実、相談支援の拡充を図ります。 

また、加害を根絶しない限りドメスティック・バイオレンスはなくならないことから、加害者

に対するカウンセリング等、再発防止に向けた取組を一層推進していきます。 

（１）配偶者等からの暴力防止に向けた意識啓発 

番号 具体的施策 施策の内容 

59 

ドメスティック・バイ

オレンスの防止に向け

た意識啓発 

○ ドメスティック・バイオレンスの防止に向けて府や市が行

う講座や研修等、理解を深める活動を推進します。 

○ ドメスティック・バイオレンスをはじめとする男女間のあ

らゆる暴力の防止に向けて、より多くの人に知ってもらう

ために公式ＳＮＳをはじめとする多様な媒体による情報提

供を行います。 

60 

ドメスティック・バイ

オレンスの防止に向け

た教育の推進 

○ 幼稚園や学校等の人権教育の一環として、年齢に応じたド

メスティック・バイオレンスやデート DV の防止に向けた

教育を行います。 

 

（２）相談支援体制の充実 

番号 具体的施策 施策の内容 

61 相談支援体制の充実 

○ 相談窓口の周知のため、市独自のチラシや情報カード（相

談先等を記載したカード）の作成を行うとともに、女性相

談事業や警察等関係機関との連携を図り、身近な相談窓口

として利用していただけるよう努めます。 

○ 男性でも相談しやすい環境の整備に努め、男性の被害者も

積極的に相談できるよう、啓発に努めます。 

  

※「ＤＶ防止法」関連項目 
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（３）被害者の保護・自立のための支援 

番号 具体的施策 施策の内容 

62 
被害者の保護・自立の

ための支援 

○ 地域の民生委員・主任児童委員をはじめ、人権や地域福祉

等に関わる団体や個人等とも連携して、ドメスティック・

バイオレンスの被害者の早期発見と未然防止に努めます。 

○ 被害者の状況を把握した上で安全性の確保と情報管理を行

い、各種の支援を行います。 

○ ハローワークや京都ジョブパークを活用するなど、就労に

関する情報提供を行います。 

 

（４）加害者に対するカウンセリング等の支援 

番号 具体的施策 施策の内容 

63 
加害者に対する再発防

止に向けた支援 

○ ドメスティック・バイオレンスの加害者に対し、カウンセ

リング等の適切な支援を行い、再発の防止に努めます。 
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第６章 計画の推進 

１．計画の推進体制 

（１）庁内の推進体制 

本計画を円滑かつ着実に実行し、あらゆる分野にまたがる男女共同参画に関する課題の解消を

進めるためには、庁内の各部署・各機関が相互に連携した全庁的な取組が必要です。 

このため、各部署間の連携・調整を図りながら、本計画の推進に取り組みます。 

 

（２）関係機関・関係団体との連携 

本計画の推進にあたっては、国・府をはじめ関係機関・団体等との連携・協力体制の維持・強

化を図りつつ、各施策の円滑かつ着実な推進に努めます。 

また、市内の事業所やボランティア団体等の自発的な男女共同参画推進活動を支援するととも

に、それらの機関・団体との相互協力体制により、市民の男女共同参画意識の向上のための取組

を推進します。 

 

２．計画の進捗管理と評価 

本計画はＰＤＣＡサイクルに基づき、毎年度、担当課が中心となって各施策の進捗状況を評価・

再検討し、次年度の取組に反映させます。また、南丹市男女共同参画社会推進委員会の意見具申

等も反映させて、必要に応じて適宜、本計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Action 

計画の見直し 

Check 

評価・検証 

Do 

計画の実施 

Plan 

計画の策定 

繰り返し 
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資料編 

１．用語集 

 

ア 

●一般事業主行動計画 

「女性活躍推進法」で従業員 101 人以上の事業主に策定が義務づけられた（従

業員 100 人以下の事業主は努力義務）、女性の活躍を推進するための行動計画

のこと。2022（令和４）年度の「改正女性活躍推進法」により、策定義務等の

対象が拡大された。 

   

カ 

●家族経営協定 

家族経営が中心のわが国の農業において、家族一人ひとりの役割と責任を明確

化し、男女を問わず意欲を持って取り組めるようにするため、農業経営を担って

いる家族が話し合って農業の方針、労働報酬、休日・労働時間、経営移譲等につ

いて取り決めを行うこと。 

 

●京都ジョブパーク 

京都府の総合就業支援拠点。労働者団体や経営者団体をはじめ、多くの関係機

関や団体と一緒になって、働きたい人の就労を支援する施設。 

 

●合計特殊出生率 

15～49 歳の女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生の間

に生む子どもの数のこと。 

 

●固定的性別役割分担意識 

性別を問わず、個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるに

も関わらず、「男性は仕事、女性は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業

務」などのように性別を理由として、役割を固定的に分ける考えのこと。 

   

サ 

 ●参画 

ものごとの計画段階から主体的に関わること。 

 

●性的少数者 

性のあり方や性的指向が多数派とは異なる人のこと。同性愛、両性愛、性同一

性障がいの人などを含む。性的マイノリティともいう。LGBTＱの項も参照。 
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サ 

●セクシュアル・ハラスメント 

相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関

係の強要、性的なうわさの流布、衆目に触れる場所でのわいせつな写真の

掲示など、様々なものが含まれる。立場の利用や性差別の上に成り立って

いることが多く、特に雇用の場で問題となっている。略して「セクハラ」

ということもある。妊娠や出産を理由に相手に不愉快な発言をしたり、解

雇など不当な扱いをする「マタニティ・ハラスメント（マタハラ）」を、

セクシュアル・ハラスメントに含むこともある。 

  

タ 

 

●「男女共同参画社会基本法」、男女共同参画社会 

男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共

団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社

会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、1999（平成

11）年６月 23 日に公布、施行された法律。 

この法律で男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会」と定義されてい

る。 

 

●デートＤＶ 

交際中のカップルの間での暴力のこと。「ドメスティック・バイオレンス」

の項も参照。 

 

●ドメスティック・バイオレンス 

配偶者や恋人など、親密な関係にある、またはあった者から振るわれる

暴力のこと。Domestic Violence の頭文字をとって、「DV」ということ

もある。交際中のカップルの間での暴力を「デート DV」ということもあ

る。最近では、女性から男性に対して行われるドメスティック・バイオレ

ンスも問題となっている。 

  

ナ 

●南丹市特定事業主行動計画 

「次世代育成支援対策推進法」に基づく「南丹市特定事業主行動計画」

（2010（平成 22）年策定）に、「女性活躍推進法」に基づく特定事業主

行動計画を組み込み、新たに「第３次南丹市特定事業主行動計画」（2020

（令和２）年策定）として改訂。特定事業主とは、国や地方公共団体等の

ことをいう。 
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ナ 

●南丹市まちづくりデザインセンター 

南丹市の地域課題の解決や地域活性化を図るための拠点施設。南丹市を

中心に活動している NPO やボランティア団体などを総合的に支援すると

ともに、市民活動に関心のある人や、これから活動を始めたい人への情報

発信や活動の機会を提供している。 

  

ハ 

●パワー・ハラスメント 

職場での上下関係など職務上の地位や、人間関係などの優位性を背景に、

相手に精神的・身体的な苦痛を与えるような発言や行為のこと。略して「パ

ワハラ」ということもある。 

 

●非正規労働者 

嘱託社員、契約社員、派遣社員、パートタイム労働者、アルバイトなど、

正社員（期間の定めのない雇用契約）とは異なる雇用形態で働いている人

のこと。「非正規雇用労働者」ということもある。 

 

●ファミリー・サポート・センター事業 

乳幼児や小学生等などの子どもを預かってほしい人と、子どもの預かり

を希望する人とがともに会員となり、預けたい人と預かりたい人の都合な

どを調整して両者をつなげる事業。 

  

ラ 

●ライフステージ 

幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期など、人の一生におけるそれ

ぞれの段階のこと。家族の節目に着目し、新婚期・育児期・教育期・子独

立期・老夫婦期などに分けることもある。 

 

●らら京都 

京都府男女共同参画センターの愛称。起業を目指す女性の支援や、男女

共同参画に関する情報の提供、ドメスティック・バイオレンス対策事業、

女性の悩み相談、女性の交流活動の支援などを行っている。 

 

●労働力率（ろうどうりょくりつ） 

労働力人口（就業者数と完全失業者数を合わせた数）が、15 歳以上の

人口に占める割合のこと。 
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ワ 

●ワーク・ライフ・バランス 

仕事と生活の調和のこと。やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上

の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中

高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できるこ

と。 

  

ア
ル
フ
�
ベ
�
ト 

●ＬＧＢＴＱ 

「Lesbian」（女性の同性愛者）、「Gay」（男性の同性愛者）、「Bisexual」

（両性愛者）、「Transgender」（身体の性と心の性が一致しない人）

「Queer/Questioning」（性的少数者全般/自分の性別や性的指向を探し

ている人）の頭文字をとった言葉。性的少数者を表す言葉の一つ。性的少

数者の項も参照。 

 

●ＮＰＯ 

「Nonprofit Organization」の略で、非営利団体や非営利組織などと

訳されるが、一般的には民間（非政府）の営利を目的としない団体や組織

を指す。「特定非営利活動促進法」（1998（平成 10）年 3月成立）によ

り法人格を得た団体（特定非営利活動法人）を指すこともある。 
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この条約の締約国は、 

 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに

男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していること

に留意し、 

 世界人権宣言が、差別は容認することができないもので

あるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は

生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利につ

いて平等であること並びにすべての人は性による差別その

他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及

び自由を享有することができることを宣明していることに

留意し、 

 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会

的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に

平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、 

 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女

の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 

 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平

等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 

 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子

に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮

し、 

 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳

の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条

件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加

する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増

進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及

び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難に

するものであることを想起し、 

 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用

のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受す

る機会が最も少ないことを憂慮し、 

 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女

の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 

 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、

植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支

配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可

欠であることを強調し、 

 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべ

ての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の

間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、

特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達

成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を 

 

 

確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領

の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現

し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の

進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達

成に貢献することを確認し、 

 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あ

らゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参

加することを必要としていることを確信し、 

 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認めら

れていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並

びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、

出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、

子の養育には男⼥及び社会全体が共に責任を負うことが必

要であることを認識し、 

 社会及び家庭における男⼦の伝統的役割を⼥⼦の役割

とともに変更することが男⼥の完全な平等の達成に必要で

あることを認識し、 

 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている

諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆ

る形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決

意して、 

 次のとおり協定した。 

 

第一部 

 

第一条 

 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基

づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会

的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女

子（婚姻をしているかいないかを問わない。）が男女の平

等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は

行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有する

ものをいう。 

第二条 

 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、

女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段に

より、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのた

め次のことを約束する。 

（ａ） 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な

法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、か

つ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の

適当な手段により確保すること。 

 （ｂ） 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立

法その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）をと

ること。 

 （ｃ） 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎

として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他

２．女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 
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の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女

子を効果的に保護することを確保すること。 

 （ｄ） 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行

も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従

つて行動することを確保すること。 

 （ｅ） 個人、団体又は企業による女子に対する差別を

撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 

 （ｆ） 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣

習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当

な措置（立法を含む。）をとること。 

 （ｇ） 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規

定を廃止すること。 

第三条 

 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済

的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を

基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有すること

を保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び

向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を含む。）

をとる。 

第四条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目

的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に

定義する差別と解してはならない。ただし、その結果

としていかなる意味においても不平等な又は別個の

基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの

措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に

廃止されなければならない。 

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措

置（この条約に規定する措置を含む。）をとることは、

差別と解してはならない。 

第五条 

 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をと

る。 

 （ａ） 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念

又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習そ

の他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会

的及び文化的な行動様式を修正すること。 

 （ｂ） 家庭についての教育に、社会的機能としての母

性についての適正な理解並びに子の養育及び発育にお

ける男女の共同責任についての認識を含めることを確

保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初

に考慮するものとする。 

第六条 

 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春か

らの搾取を禁止するためのすべての適当な措置（立法を含

む。）をとる。 

 

第二部 

 

第七条 

 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に

対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるも

のとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利

を確保する。 

 （ａ） あらゆる選挙及び国民投票において投票する権

利並びにすべての公選による機関に選挙される資格

を有する権利 

 （ｂ） 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並び

に政府のすべての段階において公職に就き及びすべ

ての公務を遂行する権利 

 （ｃ） 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府

機関及び非政府団体に参加する権利 

第八条 

 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の

活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件で

かついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措

置をとる。 

 １ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子

に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、

外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、自動

的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍

を妻に強制することとならないことを確保する。 

 ２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平

等の権利を与える。 

第三部 

第十条 

 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と

平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平

等を基礎として次のことを確保することを目的として、女

子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと

る。 

 （ａ） 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設におけ

る職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための

同一の条件。このような平等は、就学前教育、普通教

育、技術教育、専門教育及び高等技術教育並びにあら

ゆる種類の職業訓練において確保されなければならな

い。 

 （ｂ） 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資

格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設

備を享受する機会 

 （ｃ） すべての段階及びあらゆる形態の教育における

男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、こ

の目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育

を奨励することにより、また、特に、教材用図書及び

指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整するこ

とにより行うこと。 

 （ｄ） 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 

 （ｅ） 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計

画を含む。）、特に、男女間に存在する教育上の格差

をできる限り早期に減少させることを目的とした継続

教育計画を利用する同一の機会 

 （ｆ） 女子の中途退学率を減少させること及び早期に

退学した女子のための計画を策定すること。 

 （ｇ） スポ－ツ及び体育に積極的に参加する同一の機

会 
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 （ｈ） 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育

的情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）を

享受する機会 

第十一条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特

に次の権利を確保することを目的として、雇用の分野

における女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとる。 

 （ａ） すべての人間の奪い得ない権利としての労働の

権利 

 （ｂ） 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準

の適用を含む。）についての権利 

 （ｃ） 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障

ならびに労働に係るすべての給付及び条件についての

権利並びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職業訓練

及び継続的訓練を含む。）を受ける権利 

 （ｄ） 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含

む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の質の

評価に関する取扱いの平等についての権利 

 （ｅ） 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老

齢その他の労働不能の場合における社会保障）につい

ての権利及び有給休暇についての権利 

を含む。）についての権利 

 ２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する

差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権

利を確保するため、次のことを目的とする適当な措置

をとる。 

 （ａ） 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻を

しているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課し

て禁止すること。 

 （ｂ） 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、

従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を

伴わない母性休暇を導入すること。 

 （ｃ） 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動へ

の参加とを両立させることを可能とするために必要な

補助的な社会的サ－ビスの提供を、特に保育施設網の

設置及び充実を促進することにより奨励すること。 

 （ｄ） 妊娠中の女子に有害であることが証明されてい

る種類の作業においては、当該女子に対して特別の保

護を与えること。 

 ３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上

及び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、

必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大

する。 

第十二条 

 １ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ－ビス（家

族計画に関連するものを含む。）を享受する機会を確

保することを目的として、保健の分野における女子に

対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をと

る。 

 ２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊

娠、分娩及び産後の期間中の適当なサ－ビス（必要な

場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期間中

の適当な栄養を確保する。 

第十三条 

 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に

次の権利を確保することを目的として、他の経済的及び社

会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するため

のすべての適当な措置をとる。 

 （ａ） 家族給付についての権利 

 （ｂ） 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用

についての権利 

 （ｃ） レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側面

における文化的活動に参加する権利 

第十四条 

 １ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家

族の経済的生存のために果たしている重要な役割（貨

幣化されていない経済の部門における労働を含む。）

を考慮に入れるものとし、農村の女子に対するこの条

約の適用を確保するためのすべての適当な措置をとる。 

 ２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農

村の開発に参加すること及びその開発から生ずる利益

を受けることを確保することを目的として、農村の女

子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置

をとるものとし、特に、これらの女子に対して次の権

利を確保する。 

 （ａ） すべての段階における開発計画の作成及び実施

に参加する権利 

 （ｂ） 適当な保健サ－ビス（家族計画に関する情報、

カウンセリング及びサ－ビスを含む。）を享受する権

利 

 （ｃ） 社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

 （ｄ） 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正

規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育（実

用的な識字に関するものを含む。）並びに、特に、す

べての地域サ－ビス及び普及サ－ビスからの利益を享

受する権利 

 （ｅ） 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を

通じて得るために、自助的集団及び協同組合を組織す

る権利 

 （ｆ） あらゆる地域活動に参加する権利 

 （ｇ） 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技

術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入

植計画において平等な待遇を享受する権利 

 （ｈ） 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び

水の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受する

権利 

 

第四部 

 

第十五条 

 １ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等

を認める。 

 ２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の

法的能力を与えるものとし、また、この能力を行使す

る同一の機会を与える。特に、締約国は、契約を締結

し及び財産を管理することにつき女子に対して男子と



57 

平等の権利を与えるものとし、裁判所における手続の

すべての段階において女子を男子と平等に取り扱う。 

 ３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効

果を有するすべての契約及び他のすべての私的文書

（種類のいかんを問わない。）を無効とすることに同

意する。 

 ４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の

自由に関する法律において男女に同一の権利を与える。 

第十六条 

 １ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項に

ついて女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎と

して次のことを確保する。 

 （ａ） 婚姻をする同一の権利 

 （ｂ） 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意

のみにより婚姻をする同一の権利 

 （ｃ） 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責

任 

 （ｄ） 子に関する事項についての親（婚姻をしている

かいないかを問わない。）としての同一の権利及び責

任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。 

 （ｅ） 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもっ

て決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可

能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利 

 （ｆ） 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに

類する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の

権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至

上である。 

 （ｇ） 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選

択する権利を含む。） 

 （ｈ） 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所

有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分する

ことに関する配偶者双方の同一の権利 

 ２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものと

し、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚

姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置（立

法を含む。）がとられなければならない。 

 

（以下、略） 
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平成 11 年６月 23日法律第 78号 

改正 平成 11 年７月 16日法律第 102号 

同 11 年 12月 23日同第 160号 

 

目次 

 

前文 

第一章 総則（第一条—第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策（第十三条—第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条—第二十八条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が

均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受

することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形

成することをいう。 

 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間

の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するこ

とをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の

選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする

ように配慮されなければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一員

としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活

動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけれ

ばならない。  

３．男女共同参画社会基本法 



59 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置そ

の他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならな

い。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の

形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的施策 

 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならない。 

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。 

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道

府県男女共同参画計画」という。）を定めなければならな

い。 

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべ

き男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するために必要な事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を

定めるように努めなければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を

講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響

を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のため

に必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女

共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害

された場合における被害者の救済を図るために必要な措

置を講じなければならない。 

 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要

な調査研究を推進するように努めるものとする。 
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（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互

協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるよう

に努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同

参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるも

のとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規

定する事項を処理すること。 

 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各

大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に

関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調

査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があ

ると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対

し、意見を述べること。 

 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって

組織する。 

 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

2 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する

者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の十分の五未満であってはならない。 

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満で

あってはならない。 

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができ

る。 

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要

があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視

又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び

議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令

で定める。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）

は、廃止する。 

 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設

置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の規定に

より置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項

の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存

続するものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項

の規定により任命された男女共同参画審議会の委員であ

る者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規

定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。

この場合において、その任命されたものとみなされる者

の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日におけ

る旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同

一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項

の規定により定められた男女共同参画審議会の会長であ
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る者又は同条第三項の規定により指名された委員である

者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四条第

一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同

条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委

員として指名されたものとみなす。 

 

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第

二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の

日 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げ

る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員

である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該

会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律

の規定にかかわらず、その日に満了する。 

 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で

定める。 

 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 

抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十

三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 

（以下略） 
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平成 13年法律第 31号 

最終改正：平成 26年法律第 28号 

 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条—第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条—第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条—第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条—第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取

組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が

必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの

暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困

難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人

の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現

を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保

護するための施策を講ずることが必要である。このことは、

女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自

立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配

偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下

同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対す

る暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対

する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であっ

た者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むもの

とする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力

を受けた者をいう。 

 

 

 

 

 

 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離

婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情

に入ることを含むものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止

するとともに、被害者の自立を支援することを含め、そ

の適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本

計画等 

 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及

び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項において「主

務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下この

条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第

一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計

画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し

なければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府

県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「都道府県基本計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施内容に関する事項 

４．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（ＤＶ防止法） 
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三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村

における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「市町村基本計画」という。）を定めるよう努め

なければならない。 

 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村

基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基

本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言

その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所

その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力

相談支援センターとしての機能を果たすようにするもの

とする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、

当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能

を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の

防止 及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずる

こと又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介

すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は

心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって

は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第

五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時におけ

る安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就

業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等

について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情

報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行

うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、

又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当

たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携

に努めるものとする。 

 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導

を行うことができる。 

 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護

を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者

からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同

じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴

力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなけ

ればならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと

認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相

談支援センター又は警察官に通報することができる。こ

の場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規

定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規

定により通報することを妨げるものと解釈してはならな

い。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと

認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者

暴力相談支援センター等の利用について、その有する情

報を提供するよう努めなければならない。 

 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説

明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する

通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に

対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援セ

ンターが行う業務の内容について説明及び助言を行うと

ともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ

れていると認めるときは、警察法 （昭和二十九年法律第

百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百

三十六号）その他の法令の定めるところにより、暴力の

制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被

害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

 

（警察本部長等の援助） 
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第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察

本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方

面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長

は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者から

の暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい

旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該

配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員

会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止する

ための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の

発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）

に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務

所」という。）は、生活保護法 （昭和二十五年法律第百

四十四号）、児童福祉法 （昭和二十二年法律第百六十四

号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和三十九年法

律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、

被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福

祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の関係

機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な

保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力する

よう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員

の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたと

きは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものと

する。 

 

第四章 保護命令 

 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加え

る旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同

じ。）を受けた者に限る。以下この章において同じ。）が、

配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合に

あっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者

からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚を

し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。

第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者か

らの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあって

は配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生

命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号

において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害

を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられること

を防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第

四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の

各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号

に掲げる事項については、申立ての時において被害者及

び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者

の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居

を除く。以下この号において同じ。）その他の場所に

おいて被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、

勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者

と共に生活の本拠としている住居から退去すること

及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定

による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者

の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が

生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対し

て次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないこと

を命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を

告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場

合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置

を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六

時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い

て送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情

を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態

に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状

態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその

知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文

書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る

状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成

年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第

一項第三号において単に「子」という。）と同居している

ときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足

りる言動を行っていることその他の事情があることから

被害者がその同居している子に関して配偶者と面会する

ことを余儀なくされることを防止するため必要があると

認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する
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裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、そ

の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経

過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生

活の本拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺

につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他

その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない

ことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上

であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者

の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有

する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居して

いる者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一

項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛け

て著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の

事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するため必

要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命

令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立て

により、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算

して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当

該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）その他の場所において当該親族等

の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先そ

の他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の

子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親族

等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっ

ては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、する

ことができる。 

 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事

件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住

所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判

所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に

掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫が行われた地 

 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令

（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事

項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者

からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から

受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大

な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申

立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場

合にあっては、被害者が当該同居している子に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止

するため当該命令を発する必要があると認めるに足

りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場

合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止するため

当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立

ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員

に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実が

あるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察

職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及

び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の

内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書

には、同項第一号から第四号までに掲げる事項について

の申立人の供述を記載した書面で公証人法 （明治四十一

年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項 の認証を受け

たものを添付しなければならない。 

 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につい

ては、速やかに裁判をするものとする。 

 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ

とができる審尋の期日を経なければ、これを発すること

ができない。ただし、その期日を経ることにより保護命

令の申立ての目的を達することができない事情があると

きは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる

事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力

相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人

が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこ

れに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を

求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力

相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速や

かに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶

者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立
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人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求めら

れた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた

事項に関して更に説明を求めることができる。 

 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を

付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決

定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方

が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡し

によって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかに

その旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する

警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力

相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しく

は保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に

係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の

記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命

令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載

された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称

が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある

場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相

談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさ

ない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの

原因となることが明らかな事情があることにつき疎明が

あったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時

抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令

の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁

判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずること

ができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命

令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項から

第四項までの規定による命令が発せられているときは、

裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければなら

ない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立て

ることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を

取り消す場合において、同条第二項から第四項までの規

定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、

当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令に

ついて、第三項若しくは第四項の規定によりその効力の

停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したと

きは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容

を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通

知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに

抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用す

る。 

 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申

立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令

を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は

第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号

の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を

経過した後において、同条第一項第二号の規定による命

令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二

週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が

申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者

に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定によ

る命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令を取

り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場

合について準用する。 

 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せら

れた後に当該発せられた命令の申立ての理由となった身

体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を

理由とする同号の規定による命令の再度の申立てがあっ

たときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居から転居しようとする被害者がその責めに帰する

ことのできない事由により当該発せられた命令の効力が

生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居

からの転居を完了することができないことその他の同号

の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき

事情があるときに限り、当該命令を発するものとする。

ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活

に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を

発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適

用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次に

掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に

掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同項

第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及

び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」

と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項

並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁

判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ

の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項
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の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手

方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく

は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手

方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限り

でない。 

 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄

区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行

うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若

しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に

第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

 

（民事訴訟法 の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保

護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限

り、民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）の規定を準用

する。 

 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関

する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 

 

第五章 雑則 

 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、

裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係

者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心

身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の

国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するととも

に、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしな

ければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の

人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深める

ために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に

努めるものとする。 

 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のた

めの指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるため

の方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に

係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団

体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し

なければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を

行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費

用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が

行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が

定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）

に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、

社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う

場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費

用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相

談員が行う業務に要する費用を支弁しなければならない。 

 

 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県

が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第

一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五

を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用

の十分の五を負担するものとする。 

 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規

定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共

同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）を

する関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手か

らの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手か

らの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関

係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴

力を受けた者について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十

八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み

替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 
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第二条 被害者 被害者（第二十

八条の二に規定

する関係にある

相手からの暴力

を受けた者をい

う。以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配

偶者であった者 

同条に規定す

る関係にある相

手又は同条に規

定する関係にあ

る相手であった

者 

第十条第一項

から第四項まで、

第十一条第二項

第二号、第十二条

第一項第一号か

ら第四号まで及

び第十八条第一

項 

配偶者 第二十八条の

二に規定する関

係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又は

その婚姻が取り

消された場合 

第二十八条の

二に規定する関

係を解消した場

合 

 

第六章 罰則 

 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する

第十条第一項から第四項までの規定によるものを含む。

次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二に

おいて読み替えて準用する第十二条第一項（第二十八条

の二において準用する第十八条第二項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事

項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申

立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴

力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一

日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し

被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、

又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者

からの保護命令の申立てに係る事件に関する第十二条第

一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適

用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援セ

ンター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。 

 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命

令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件に

ついては、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に

当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻

撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事

実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」

という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て

（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった

場合における新法第十八条第一項の規定の適用について

は、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を

目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えら

れ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。 

 

附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例による。 

 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日

から施行する。 

 

   附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 



69 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第

一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、

第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、

第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 平成

二十六年十月一日 
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平成 27年９月４日 

法律第 64号 

 

目次 

 

第一章 総則（第一条—第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画（第八条—第十四条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十五条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表（第十六

条・第十七条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置（第十八条—第二十五条） 

第五章 雑則（第二十六条—第二十八条） 

第六章 罰則（第二十九条—第三十四条） 

附則 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分

に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性

の職業生活における活躍」という。）が一層重要となって

いることに鑑み、男女共同参画社会基本法 （平成十一年

法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女

性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等

について定めることにより、女性の職業生活における活

躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重

され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多

様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することを目的とする。 

 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自ら

の意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変

更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びそ

の活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を

反映した職場における慣行が女性の職業生活における活

躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十 

 

 

 

 

 

 

分に発揮できるようにすることを旨として、行われなけ

ればならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営

む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生

活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いこ

とその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影

響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、

相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員としての役割を

円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必

要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活と

の円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、

行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女

性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が

尊重されるべきものであることに留意されなければなら

ない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業

生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び

第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、

女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策

を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又

は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家

庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施す

るよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力

しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実

施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的

な方向 

５．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

（女性活躍推進法） 
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二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要

な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するために必要な事項 

 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな

い。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画（以下この条において「都道

府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるもの

とする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

 

第一節 事業主行動計画策定指針 

 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本

方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主行動計

画及び第十五条第一項に規定する特定事業主行動計画

（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定

に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）

を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定める

ものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画 

 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事

業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が三

百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をい

う。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところに

より、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを

変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、

管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その

他のその事業における女性の職業生活における活躍に関

する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、その

結果を勘案して、これを定めなければならない。この場

合において、前項第二号の目標については、採用する労

働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の

差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的

に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講

じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところ

により、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。 



72 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、

第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業

主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合につ

いて、それぞれ準用する。 

 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定に

よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労

働省令で定めるところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の

厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認

定を行うことができる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第二十

条第一項において「認定一般事業主」という。）は、商品、

役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取

引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定

めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならな

い。 

 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消すこ

とができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認める

とき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

 

（委託募集の特例等） 

第十二条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）

が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者

の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小

事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業

安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第

一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主

については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ

り設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働

省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接

又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要

件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中

小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び

援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労

働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労

働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものを

いう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認

を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募

集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定によ

る届出があった場合について、同法第五条の三第一項及

び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、

第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び

第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第

四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五

十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する

同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞ

れ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項

中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条第

四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しよう

とする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の

募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」

と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規

定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」

とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事

させようとする者がその被用者以外の者に与えようとす

る」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する

募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第

十二条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従

事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めることが

できる。 

第十三条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に

対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提

供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法に

ついて指導することにより、当該募集の効果的かつ適切

な実施を図るものとする。 

 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十四条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定によ

り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主又

はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、
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一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しくは公

表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施さ

れるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と

いう。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画

策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主が

実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定

めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の

実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務

年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に

占める女性職員の割合その他のその事務及び事業におけ

る女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、

女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案し、これ

を定めなければならない。この場合において、前項第二

号の目標については、採用する職員に占める女性職員の

割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時

間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための

措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動

計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならな

い。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標

を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十六条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営

もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的

に公表しなければならない。 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表

するよう努めなければならない。 

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資

するよう、その事務及び事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する情報を定期的に公表しなければなら

ない。 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推

進するための支援措置 

 

（職業指導等の措置等） 

第十八条 国は、女性の職業生活における活躍を推進する

ため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又

は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの

相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助言

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとし

て内閣府令で定める基準に適合する者に委託することが

できる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当

該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（財政上の措置等） 

第十九条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関

する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上

の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資

するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他

の特別の法律によって設立された法人であって政令で定

めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予算の

適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性

の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良

な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」とい

う。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するよ

うに努めるものとする。 
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（啓発活動） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、か

つ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うも

のとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における女性の職業生

活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。 

 

（協議会） 

第二十三条 当該地方公共団体の区域において女性の職業

生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国

及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機

関」という。）は、第十八条第一項の規定により国が講ず

る措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講ず

る措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍

の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域に

おいて女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、関係機

関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を

組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第十八条第三項の規定による事務の委託が

されている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構

成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えること

ができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図るこ

とにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な

情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るととも

に、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。 

 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務

に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第二十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要

があると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事

業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧

告をすることができる。 

 

（権限の委任） 

第二十七条 第八条から第十二条まで及び前条に規定する

厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところに

より、その一部を都道府県労働局長に委任することがで

きる。 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

 

第二十九条 第十二条第五項において準用する職業安定法

第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反

して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又

は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下

の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十八条第四項の規定に違反した者 

二 第二十四条の規定に違反した者 

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以

下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十二条第四項の規定による届出をしないで、労働

者の募集に従事した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第三

十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第三

十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円

以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項の規定に違反した者 

二 第十二条第五項において準用する職業安定法第五

十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をした者 

三 第十二条第五項において準用する職業安定法第五

十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者 

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第二十九条、第三十一条又は前条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

各本条の罰金刑を科する。 

第三十四条 第二十六条の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 
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附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第

三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及

び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の

規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、そ

の効力を失う。 

２ 第十八条第三項の規定による委託に係る事務に従事し

ていた者の当該事務に関して知り得た秘密については、

同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の

規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第二十四条の規定（同条に係る

罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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６．南丹市男女共同参画推進条例 

 

平成 27 年 3 月 30 日 

条例第１号 

 

目次 

第１章 総則(第１条—第８条) 

第２章 基本的施策等(第９条—第 12 条) 

第３章 被害者支援等(第 13 条—第 15 条) 

第４章 南丹市男女共同参画社会推進委員会(第 16 条) 

第５章 雑則(第 17 条) 

附則 

 

日本国憲法では、個人の尊厳と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取り組みが、国際社

会における取り組みとも連動しつつ、着実に進められ、なかでも平成 11 年に男女共同参画社会基本法が施行さ

れ、男女共同参画社会の実現が、日本社会における最重要課題の一つと位置づけられた。 

しかしながら、依然として性別による固定的な役割分担意識や、それに基づく社会慣行は根強く残っており、

南丹市においても男女共同参画社会の実現にいまだ多くの課題が残されている状況にある。 

南丹市では、男女が性別に関わらず、一人ひとりの多様な個性、互いの自分らしさを認め合って生活できる社

会の実現を目指し、男女共同参画社会の推進についての基本理念を明らかにし、市、市民、事業者及び教育に携

わる者が一体となって総合的かつ計画的に取組み、性別にとらわれることなく共に輝くまちづくりを実現するた

め、この条例を定める。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育に携わる者の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する市の基本的施策を定めることにより、その施策を総

合的かつ計画的に実施し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべきことをいう。 

(2) 積極的改善措置 

社会のあらゆる分野において、活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内に

おいて男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(3) 市民 

市内に居住する者、在学・在勤する者及び市内を活動の拠点とする者をいう。 

(4) 事業者 

市内において事業活動を行う個人、法人その他の団体をいう。 

(5) 教育に携わる者 

市内において学校教育、社会教育その他の教育活動に携わる者をいう。 

(6) セクシュアル・ハラスメント 

性的な言動により不快感を与え、就労環境その他の生活環境を害し、不利益を与えることをいう。 
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(7) ドメスティック・バイオレンス 

配偶者、恋人その他の親密な関係にある、又はあった男女間での、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力

その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。 

(1) 個人としての尊厳が重んじられ、男女が性別による差別的扱いを受けることなく、自立した個人として個

性及び能力を発揮する機会が保障されること。 

(2) 男女の性別による固定的な捉え方を反映した制度及び慣行が改善され、男女が社会活動に制限を受けるこ

となく参画し、多様な生き方が自由に選択できること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる政策並びに方針の立案及び決定に、共同して参画する機会

が確保されること。 

(4) 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族

の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、自らの意志によって職場、学校、地域その他の社会生活におけ

る活動に対等に参画し、両立できるよう配慮すること。 

(5) 男女が互いの身体的特徴及び心身の変化について理解を深め、妊娠、出産その他性と生殖に関する事項に

ついて、互いの自己決定が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むことができること。 

(6) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的動向に留

意し、協調して行うこと。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という 。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策

(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的かつ計画的に策定し、実施する。 

２ 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、国及び京都府その他の地方公共団体と連携を図

るとともに、市民、事業者、教育に携わる者と協働して取り組むよう努めるものとする。 

３ 市は、男女共同参画を推進するため、あらゆる施策の策定と実施において、男女共同参画の実現に配慮しな

ければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念に基づき、社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動を行うに当たり、男女共同参画の推進に努めなければなら

ない。 

２ 事業者は、事業活動において、職場における男女の対等な機会の確保に努めるとともに、男女が職業生活に

おける活動と家庭生活その他の活動とを両立することができる環境の整備に努めなければならない。 

３ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（教育に携わる者の責務） 

第７条 教育に携わる者は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に配慮した教育を行うよう努めなければな

らない。 

２ 教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（公衆に表示する情報に関する留意事項） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報において、男女の役割の固定的な捉え方並びに性的な暴力行為を助長し、

又は連想させる表現及び男女共同参画の推進に関する施策の妨げとなる表現を行わないよう配慮しなければな

らない。 
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第 2 章 基本的施策等 

 

（男女共同参画行動計画） 

第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、南丹市男女共同参画行

動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。 

２ 市長は、行動計画を策定するにあたっては、南丹市男女共同参画社会推進委員会に諮問するものとする。 

３ 市長は、行動計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

４ 市長は、必要に応じ行動計画を変更するものとする。 

５ 第２項及び第３項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

（施策の推進体制） 

第 10 条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための推進体制を整備するも

のとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、随時、必要な情報収集及び調査研究を行

うものとする。 

３ 市は、行動計画に基づく施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（施策の実施状況等の公表） 

第 11 条 市長は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。 

（積極的改善措置） 

第 12 条 市は、社会のあらゆる分野の活動において、男女の間に参画する機会の格差が生じている場合には、

市民、事業者及び教育に携わる者（以下「市民等」という。）と協力し、積極的に格差を是正するための措置

を講じるよう努めるものとする。 

2 市は、附属機関等における委員の委嘱等にあたっては、男女の均衡を図るよう努めるものとする。 

 

第 3 章 被害者支援等 

 

（性別による人権侵害の禁止） 

第 13 条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。 

2 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

3 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。 

（被害者支援） 

第 14 条 市は、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス等の被害を受けたものに対し、

安全と安心を最優先して関係機関との連携を図り、必要な支援を行うものとする。 

２ 市民等は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因により人権が侵害されたと

き又はそのおそれがあるときは、市に相談の申し出をすることができるものとする。この場合において市は、

相談の申し出に対し関係機関と連携し、適切な対応に努めるものとする。 

（苦情等の申出） 

第 15 条 市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと

認められる施策に関する苦情、意見、要望等があるときは、市に申し出ることができる。 

２ 市は、前項の申し出を受けたときは、必要に応じて南丹市男女共同参画社会推進委員会の意見を聴くととも

に、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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第 4 章 南丹市男女共同参画社会推進委員会 

 

（南丹市男女共同参画社会推進委員会） 

第 16 条 男女共同参画の推進に関する事項について調査審議するため、南丹市男女共同参画社会推進委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、第９条第２項（同条第５項において準用する場合を含む。）及び前条第２項に規定する事項のほ

か、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査審議する。 

３ 委員会は、前項の規定による調査審議のほか、男女共同参画の推進に関する事項について市長に意見を述べ

ることができる。 

４ 委員会は、市長が委嘱する委員 15 人以内をもって組織する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

６ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

第 5 章 雑則 

 

（委任） 

第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 27 年４月１日から施行する。 

（南丹市男女共同参画社会推進委員会条例の廃止） 

２ 南丹市男女共同参画社会推進委員会条例(平成 26 年南丹市条例第５号)は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に策定されている行動計画は、第９条第１項の規定により策定された計画とみな

す。 
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７．南丹市人権を尊重し多様性を認めあうまちづくり条例 

 

令和 3 年 12 月 20 日 

条例第 29号 

 

人権とは、すべての人が生まれながらに持っているものであり、人間らしく生きていくために必要な誰から

も侵されることのない基本的権利とされています。 

人間らしく、自分らしく生きていくためには、自分の人権とともに他人の人権を守るという意識を身に付け、

人権が尊重されることにより、誰ひとり取り残されることのない社会の実現に向けて主体的に行動していくこ

とが必要です。 

国においては、基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法のもと、人権尊重に関する取組が行われ、近

年では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)、本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)及び部落差別の解消の推進に

関する法律(平成 28年法律第 109号)などの法律が制定され、各地方自治体においても地域の実情にあわせた

更なる取組が進められています。 

しかし、今もなお、社会的身分、門地、人種、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、障がい、疾病、

職業、年齢などを理由とした不当な差別や暴力などの人権侵害が存在しており、これらは、国際化、情報化と

いった社会の急激な変化によってさらに顕在化しています。 

現代社会において、一人ひとりの多様性に対する理解も深まってきていますが、一方では、これらに対し、

関心を持たないことなどが要因となって、人権侵害の当事者となる可能性もあります。 

南丹市では、すべての施策の基本として人権の尊重を掲げ、誰もがかけがえのない個人として尊重され、お

互いの個性や価値観の違いを認めあう相互理解と寛容のもとで、いきいきと生活出来る共生社会の実現に向け、

まちづくりを推進してきました。 

このことを実現し、さらに発展させていくためには、社会に存在する様々な人権問題について、その実態や

原因を正しく理解するとともにあらゆる機会や場を通じて解決に向けた展望や具体的な方針を持って取り組む

必要があります。 

ここに、市民一人ひとりが多様性を認めあい、共に支えあう社会を実現し、すべての人権が尊重されるまち

づくりを進めていくことを決意し、この条例を制定します。 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、市における人権尊重のまちづくりに関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事

業者の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策(以下「人権施策」という。)の推進について必要な基

本的事項を定めることにより、人権尊重の意識の高揚を図り、もって人権を尊重し多様性を認めあうまちづ

くりを実現することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民 市の区域内に居住、勤務、在学又は滞在する者をいう。 

(2) 事業者 市の区域内に事務所又は事業所を有し、事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 人権を尊重し多様性を認めあうまちづくりは、すべての人が生まれながらにして基本的人権を持って

おり、かけがえのない個人として尊重されるものであるという認識を基本として行うものとする。 

(市の責務) 

第 4 条 市は、第 1 条の目的及び前条の基本理念を達成するため、人権尊重の視点をあらゆる施策に生かすよ

う努めるとともに、人権施策を積極的に推進するものとする。 

2 市は、人権施策の推進に当たっては、国、京都府、関係団体などとの連携を図るとともに、必要な推進体

制の充実に取り組まなければならない。 

(市民等の役割) 

第 5 条 市民及び事業者は、第 3 条の基本理念にのっとり、人権を尊重し、自らが人権尊重のまちづくりの担

い手として、学校、家庭、職場、地域その他のあらゆる場において、人権尊重の意識の高揚に努めるものと

する。 

2 市民及び事業者は、市が行う人権施策に協力するよう努めるものとする。  
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(基本方針) 

第 6 条 市長は、人権を尊重し多様性を認めあうまちづくりの実現に必要な人権施策を効果的に推進するため

の基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 

2 市長は、基本方針を定めようとするときは、第 10 条第 1 項に規定する南丹市人権尊重のまちづくり審議

会の意見を聴かなければならない。 

3 市長は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。 

4 前 2項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

(教育及び啓発の充実) 

第 7 条 市は、市民及び事業者の人権尊重の意識の高揚を図るため、関係機関などと連携し、あらゆる機会を

とらえて人権教育を推進するとともに、人権啓発の充実に努めるものとする。 

(相談体制の充実) 

第 8条 市は、あらゆる人権問題に関する相談に応じるため、関係機関などと連携し、相談の実施、情報の提

供、その他必要な支援など体制の充実に努めるものとする。 

(調査) 

第 9条 市長は、第 1 条の目的を達成するために、必要な調査を行うことができる。 

(審議会の設置) 

第 10 条 基本方針や人権施策などに関する重要な事項を審議するため、南丹市人権尊重のまちづくり審議会

(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 基本方針の策定及び変更について審議すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、人権施策に関する重要な事項を調査、審議すること。 

3 審議会は、委員 5 人以内で組織する。 

4 委員は、市民及び関係団体の代表者、専門的な知識を有する者、その他市長が認める者のうちから、市長

が委嘱する。 

5 委員の任期は 2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

6 委員は、再任されることができる。 

7 委員の報酬等の額は、南丹市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成 18 年南

丹市条例第 74 号)の定めるところによる。 

8 前各項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

(委任) 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和 4 年 1 月 1 日から施行する。 
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８．男女共同参画関連年表 

 

年 世界の動き 国の動き 京都府の動き 南丹市の動き 

1975 年 

(昭和 50 年) 

・国際婦人年（目標：平等、

発展、平和） 

・国際婦人年世界会議（メ

キシコシティ） 

・「世界行動計画」採択 

・婦人問題企画推進本部設

置 

・婦人問題企画推進本部会

議開催 

  

1976 年 

(昭和 51 年) 

・ILO（国際労働機関）に

婦人問題担当室設置 

・民法改正・施行（離婚後

の氏の選択） 

  

1977 年 

(昭和 52 年) 

 ・「国内行動計画」策定 

・国立婦人教育会館開館 

・女性政策担当窓ロ設置 

・京都府婦人関係行政連絡

会設置 

・京都府婦人問題協議会設

置 

 

1978 年 

(昭和 53 年) 

 ・「国内行動計画第 1回報

告書」発表 

  

1979 年 

(昭和 54 年) 

・「女子差別撤廃条約」採

択 

 ・京都府婦人大学開設 

・京都府婦人対策推進会議

設置 

 

1980 年 

(昭和 55 年) 

・「国連婦人の十年」中間

年世界会議（コペンハー

ゲン）開催 

・「国連婦人の十年後半期

行動プログラム」採択 

・「女子差別撤廃条約」に

署名 

・「民法」改正（配偶者の

相続 1/3→1/2） 

  

1981 年 

(昭和 56 年) 

・「女子差別撤廃条約」発

効 

・「国内行動計画後期重点

目標」策定 

・京都府婦人の船実施 

・「婦人の地位の向上と福

祉の増進を図る京都府

行動計画」策定 

 

1982 年 

(昭和 57 年) 

  ・京都府立婦人教育館開

館 

 

1984 年 

(昭和 59 年) 

 ・「国籍法」「戸籍法」改正

（父母両系血統主義、配

偶者の帰化条件の男女

同一化） 

  

1985 年 

(昭和 60 年) 

・「国連婦人の十年」ナイ

ロビ世界会議開催 

・「婦人の地位向上のため

のナイロビ将来戦略」採

択 

・「女子差別撤廃条約」批

准 

・「国民年金法」改正（女

性の年金権確立） 

・「男女雇用機会均等法」

公布 

・生活保護基準額改正（男

女差解消） 

・国連婦人の十年最終年記

念大会 －京都女性のフ

ォーラム 85－開催 

 

1986 年 

(昭和 61 年) 

 ・婦人問題企画推進本部拡

充（構成省庁を全省庁

に） 

  

1987 年 

(昭和 62 年) 

 ・「西暦 2000 年に向け

ての新国内行動計画」策

定 

・京都婦人関係行政推進会

議発足 

・京都府婦人問題検討会議

設置 

 

  

国
連
婦
人
の
十
年 
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年 世界の動き 国の動き 京都府の動き 南丹市の動き 

1989 年 

(平成元年) 

・「子どもの権利条約」採

択 

 ・「KYOのあけぼのプラ

ン」策定 

・女性政策課設置 

・女性政策推進本部設置 

・京都府女性政策推進専門

家会議設置 

・KYOのあけぼのフェス

ティバル開催 

・京都府あけぼの賞創設 

 

1990 年 

(平成２年) 

・「婦人の地位向上のため

のナイロビ将来戦略に

関する第 1 回見直しと

評価に伴う勧告及び結

論」採択 

   

1991 年 

(平成３年) 

 ・「西暦 2000 年に向けて

の新国内行動計画（第１

次改訂）」策定 

 ・（旧園部町）女性対策検

討委員会及び推進会議

を組織 

1992 年 

(平成４年) 

 ・「育児休業法」施行  ・（旧八木町）「男女共同

参画によるまちづく

り」に関する意識調査

実施 

1993 年 

(平成５年) 

・国連世界人権会議（ウ

ィーン）開催 

・「パートタイム労働法」

施行 

・中学校の家庭科男女共修

開始 

 ・（旧八木町）「八木町女

性対策検討委員会設置

要綱」を制定 

・（旧園部町）「女性の館」

設置 

1994 年 

(平成６年) 

・開発と女性に関する第

２回アジア・太平洋大

臣会議（ジャカルタ）

開催 

・「ジャカルタ宣言及び行

動計画」採択 

・国際人口・開発会議（カ

イロ）開催 

・高校の家庭科男女共修開

始 

・総理府に男女共同参画

室・男女共同参画審議会

設置 

・男女共同参画推進本部設

置 

 ・（旧八木町）第１回八木

町女性対策検討委員会

開催。「女性海外視察

団」派遣制度実施 

1995 年 

(平成７年) 

・第４回世界女性会議（北

京）開催 

・「北京宣言及び行動綱

領」採択 

・「育児休業法」改正（介

護休業制度の法制化）

（一部Ｈ11.4.1施行） 

・「ILO156号条約（家庭

的責任条約）」批准 

・「京の女性史」発刊 ・（旧美山町）「美山町女

性の集い連絡会」発足 

1996 年 

(平成８年) 

 ・「男女共同参画 2000 年

プラン」策定 

・「KYOのあけぼのプラ

ン」改定 

・京都府女性総合ｾﾝﾀｰ設置 

・（旧園部町）「仲良く生

きよう・プランそのべ」

策定 

1997 年 

(平成９年) 

 ・「男女雇用機会均等法」

改正 

・「労働基準法女子保護規

定」撤廃（一部 H10.4.1

施行） 

・「介護保険法」公布 

  

1998 年 

(平成 10 年) 

 ・「男女共同参画社会基本

法」男女共同参画審議会

答申 
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年 世界の動き 国の動き 京都府の動き 南丹市の動き 

1999 年 

(平成 11 年) 

 ・「改正男女雇用機会均等

法」施行 

・「男女共同参画杜会基本

法」公布・施行 

 ・（旧美山町）「女性議会」

開催 

2000 年 

(平成 12 年) 

・国 連特別総会「女 性

2000 年会議」開催（ニ

ューヨーク）。「政治宣

言」及び「成果文書」採

択 

・「男女共同参画基本計画」

策定 

・「ストーカー行為等の規

制等に関する法律」施行 

・「児童虐待法防止法」施

行 

  

2001 年 

(平成 13 年) 

 ・省庁再編により内閣府男

女共同参画局に改組 

・男女共同参画会議設置 

・「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関す

る法律」の制定・施行 

・第 1 回「男女共同参画

週間」 

・第 1 回「女性に対する

暴力をなくす運動」 

・「新 KYO のあけぼのプ

ラン」策定 

・（旧日吉町）「男女共同参

画推進会議」設置 

2002 年 

(平成 14 年) 

 ・アフガニスタンの女性支

援に関する懇談会開催 

・男女共同参画会議決定

「配偶者暴力防止法の

円滑な施行」「監視の実

施方針」「苦情処理等シ

ステムの充実・強化」 

 ・（旧日吉町）「日吉町男女

共同参画懇話会」設置・

「男女共同参画社会に

関する町民意識調査」実

施 

・（旧園部町）「仲良く生き

よう・プランそのべ」改

定 

・（旧園部町）「園部町女性

団体連絡会」発足 

2003 年 

(平成 15 年) 

・女子差別撤廃条約履行状

況に関するわが国の報

告書審議 

・男女共同参画会議決定

「女性のチャレンジ支

援策の推進」 

・「次世代育成支援対策推

進法」公布・一部施行 

・「少子化社会対策基本法」

公布・施行 

  

2004 年 

(平成 16 年) 

 ・「改正 DV防止法」公布・

施行 

・京都府男女共同参画推進

条例施行 

・京都府男女共同参画審議

会設置 

・女性チャレンジﾞ相談開

設 

・女性チャレンジネットワ

ーク会議開催 

・（旧日吉町）「ひよしせせ

らぎプラン」策定 

2005 年 

(平成 17 年) 

・第 49回国連婦人の地位

委員会（国連「北京＋

10」世界閣僚級会合）

開催（ニューヨーク） 

・男女共同参画会議答申 

・「男女共同参画基本計画

改定に当たっての基本

的な考え方」 

・「第 2次男女共同参画基

本計画」策定 

・審議会意見書「京都府に

おけるチャレンジ支援

方策について」 

・女性チャレンジオフィス

開設 

・「女性発・地域元気力「わ

くわく」プラン」策定 

・（旧八木町）「八木町男女

共同参画プラン」策定 
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年 世界の動き 国の動き 京都府の動き 南丹市の動き 

2006 年 

(平成 18 年) 

 ・「男女雇用機会均等法」

改正 

・「配偶者等からの暴力の

防止及 び被害者の 保

護・自立支援に関する計

画」策定 

・女性の再就職支援開始 

※旧園部町・八木町・日吉

町・美山町の４町合併 

2007 年 

(平成 19 年) 

 ・「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に

関する法律」改正 

・「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バラン

ス）憲章」、「仕事と生

活の調和のための行動

指針」策定 

・「新 KYO のあけぼのプ

ラン後期施策」策定 

・地域女性チャレンジオフ

ィス開設 

・地域女性わくわくスポッ

ト設置 

 

2008 年 

(平成 20 年) 

 ・「女性の参画加速プログ

ラム」策定 

・女性政策課を男女共同参

画課に改称 

・京都府女性総合センター

を京都府男女共同参画

センターに改称 

・ワーク・ライフ・バラン

ス推進コーナー開設 

 

2009 年 

(平成 21 年) 

 ・男女共同参画のシンボ

ルマーク決定 

・ＤＶ相談ナビ開設 

・「配偶者等からの暴力の

防止及 び被害者の 保

護・自立支援に関する計

画」改定 

・新計画検討部会設置 

・「男女共同参画に関する

意識調査」実施 

・「南丹市女性ネットワー

ク会議」発足 

・「南丹市男女共同参画行

動計画」策定 

2010 年 

(平成 22 年) 

・第 54回国連婦人の地位

委員会（国連「北京+15」

世界閣僚級会合）開催

（ニューヨーク） 

・「第３次男女共同参画基

本計画」策定 

・「育児・介護休業法」改

正 

・京都府家庭支援総合セン

ター開所 

・マザーズジョブカフェ開

設 

・「京都 仕事と生活の調 

和行動計画」策定 

・「子育て期の多様な働き

方モデル創造プラン」

策定 

 

2011 年 

(平成 23 年) 

・「UN Women（ジェン

ダー平等と女性のエン

パワーメントのための

国連機関）」正式発足 

 ・「ＫＹＯのあけぼのプラ

ン（第３次）」策定 

・マザーズジョブカフェ北

部サテライト開設 

・京都ワーク・ライフ・バ

ランスセンター開設 

 

2012 年 

(平成 24 年) 

・第 56回国連婦人の地位

委員会「自然災害におけ

るジェンダー平等と女

性のエンパワーメント」

決議案採択 

・「女性の活躍促進による

経済活性化行動計画」策

定 

・京都女性起業家賞（アン

トレプレナー）開始 

 

2013 年 

(平成 25 年) 

 ・「ＤＶ防止法」改正 ・「京都仕事と生活の調和

行動計画（第２次）」策

定 
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年 世界の動き 国の動き 京都府の動き 南丹市の動き 

2014 年 

(平成 26 年) 

 ・「まち・ひと・しごと創

生法」施行 

・「すべての女性が輝く社

会づくり本部」設置 

・北京都ジョブパークマザ

ーズジョブカフェ開設 

・「配偶者等からの暴力の

防止及 び被害者の 保

護・自立支援に関する計

画（第３次）」策定 

・輝く女性応援会議ｉｎ京

都開催 

・「南丹市男女共同参画行

動計画」改定 

2015 年 

(平成 27 年) 

・UN Women の日本事

務所開設（東京） 

・「女性活躍推進法」成立 

・「第４次男女共同参画基

本計画」策定 

・輝く女性応援京都会議発

足、行動宣言採択 

・京都性暴力被害者ワンス

トップ相談支援センタ

ー（愛称：京都ＳＡＲＡ

（サラ））開所 

・「南丹市男女共同参画推

進条例」施行 

・「南丹市特定事業主行動

計画」策定 

2016 年 

(平成 28 年) 

・東アジア家族・男女共同

参画担当大臣フォーラ

ムの第1回会合開催（タ

イ・バンコク） 

・「ストーカー行為等の規

制等に関する法律の一

部を改正する法律」成立 

・「ＫＹＯのあけぼのプラ

ン（第３次）後期施策」

策定 

 

2017 年 

(平成 29 年) 

 ・「働き方改革実行計画」

策定 

・京都ウィメンズベースア

カデミー開設 

・京都ストーカー相談支援

センター（ＫＳＣＣ）開

設 

・輝く女性応援京都会議

（地域会議）設置 

 

2018 年 

(平成 30 年) 

 ・「働き方改革関連法」公

布 

・「政治分野における男女

共同参画の推進に関す

る法律」公布 

  

2019 年 

(平成 31 年/

令和元年) 

 ・「女性活躍推進法等一部

改正法」公布 

・「京都女性活躍応援計画」

改定 

・「第２次南丹市男女共同

参画行動計画」策定 

2020 年 

(令和２年) 

 ・「性犯罪・性暴力対策の

強化の方針」策定 

・「災害対応力を強化する

女性の視点～男女共同

参画の視点か ら の防

災・復興ガイドライン」

策定 

・「第５次男女共同参画基

本計画」策定 

  

2021 年 

(令和３年) 

・「第５回国際女性会議Ｗ

ＡＷ!」「Ｗ20（Ｗｏｍ

ｅｎ20）」の日本同時開

催 

・「政治分野における男女

共同参画の推進に関す

る法律」改正 

・「ＫＹＯのあけぼのプラ

ン（第４次）」策定 

・「配偶者等からの暴力の

防止及 び被害者の 保

護・自立支援に関する

計画（第４次）」策定 

 

2022 年 

(令和４年) 

 ・「育児・介護休業法」改

正 

 ・「南丹市人権を尊重し多

様性を認めあうまちづ

くり条例」施行 
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９．第２次南丹市男女共同参画行動計画（中間見直し）策定の経緯 

年月日 実施内容 

２
０
２
３
�
令
和
５
�
年 

１月１８日（水） 

～１月３１日（火） 

南丹市男女共同参画行動計画策定に関する 

市民意識調査 実施 

６月３０日（金） 

第１回 南丹市男女共同参画社会推進委員会 

（１）令和３年度庁内ヒアリングシートについて 

（２）市民意識調査結果報告について 

（３）各団体における男女共同参画に関する現状と課題

について 

（４）中間見直しに向けてのスケジュールについて 

６月 30日（金） 

～７月１４日（金） 
関連団体ヒアリング調査 実施 

８月２３日（水） 

第 2回 南丹市男女共同参画社会推進委員会 

（１）第２次南丹市男女共同参画行動計画（中間見直し）

骨子案の検討について 

（２）令和４年度庁内ヒアリングシート様式について 

9月１５日（金） 

第１回 南丹市男女共同参画庁内推進委員会 

（１）南丹市男女共同参画中間見直しに伴う骨子（案）

について 

１０月３０日（月） 

第３回 南丹市男女共同参画社会推進委員会 

（１）第２次南丹市男女共同参画行動計画（中間見直し）

素案の検討について 

（２）令和４年度庁内ヒアリングシートについて 

１２月１３日（水） 

第４回 南丹市男女共同参画社会推進委員会 

（１）第２次南丹市男女共同参画行動計画（中間見直し）

素案～パブリックコメント用～の確定について 

２
０
２
４
�
令
和
６
�
年 

１月９日（火） 

～１月３１日（水） 
パブリックコメント 実施 

２月１４日（水） 

第５回 南丹市男女共同参画社会推進委員会 

（１）パブリックコメントの結果報告について 

（２）第２次南丹市男女共同参画行動計画（中間見直し）

最終案の検討・承認について 

（３）第２次南丹市男女共同参画行動計画（中間見直し）

の概要版について 

２月２７日（火） 
第２回 南丹市男女共同参画庁内推進委員会 

（１）南丹市男女共同参画中間見直しの報告について 
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10．南丹市男女共同参画社会推進委員会 委員名簿 

（順不同・敬称略） 

 氏 名 所 属 

委 員 長 大坪 洋子 南丹市民生児童委員協議会 

副委員長 野中 大樹 南丹市消防団 

委 員 芦田 美子 南丹市女性ネットワーク会議 

委 員 大嶋 久美子 南丹市社会教育委員会 

委 員 栗原 明日香 南丹市社会福祉協議会 

委 員 八木 あけみ 南丹市商工会 

委 員 岸田 義章 南丹市 PTA 連絡協議会 

委 員 仲村 哲 南丹市老人クラブ連合会 

委 員 中村 裕予 南丹市スポーツ協会 

委 員 矢野 茂世 南丹市女性会 

委 員 城戸 貴子 南丹市人権教育・啓発推進協議会 

委 員 戸本 節子 南丹地区更生保護女性会 

委 員 木村 節子 南丹市園部女性の館運営委員会 
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